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令和２年第４回天城町議会定例会議事日程（第３号） 

令和２年12月10日（木曜日）午前10時開議 

	

      開議 

○日程第１ 一般質問 

      松山善太郎 議員 

○日程第２ 議案第９７号 天城町総合振興計画策定条例の制定につ

いて 

町長提出

○日程第３ 議案第９８号 天城町徳之島ダム小水力発電特別会計条

例の制定について 

町長提出

○日程第４ 議案第９９号 天城町上名道森林公園の設置及び管理に

関する条例の制定について 

町長提出

○日程第５ 議案第１００号 小出義雄メモリアル天城クロスカント

リーパークの設置及び管理に関する条例

の制定について 

町長提出

○日程第６ 議案第１０１号 天城町平土野地域活性化推進審議会設置

条例の一部を改正する条例について 

町長提出

○日程第７ 議案第１０２号 天城町職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例について 

町長提出

○日程第８ 議案第１０３号 天城町乳幼児医療費の助成に関する条例

の一部を改正する条例について 

町長提出

○日程第９ 議案第１０４号 天城町出産祝金支給条例の一部を改正す

る条例について 

町長提出

○日程第10 議案第１０５号 与名間海浜公園バンガローの設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

町長提出

○日程第11 議案第１０６号 鹿児島県市町村総合事務組合を組織する

地方公共団体の数の減少及び同組合規約

の変更について 

町長提出

○日程第12 議案第１０７号 天城町小中学校情報機器売買契約につい

て 

町長提出

○日程第13 議案第１０８号 令和２年度天城町一般会計歳入歳出予算

補正（第８号）について 

町長提出

○日程第14 議案第１０９号 令和２年度天城町国民健康保険事業特別

会計歳入歳出予算補正（第３号）につい

て 

町長提出

○日程第15 議案第１１０号 令和２年度天城町介護保険事業特別会計

歳入歳出予算補正（第３号）について 

町長提出

○日程第16 議案第１１１号 令和２年天城町後期高齢者医療事業特別

会計歳入歳出予算補正（第３号）につい

て 

町長提出

○日程第17 議案第１１２号 令和２年度天城町水道事業会計補正予算

（第３号）について 

町長提出
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○日程第18 陳情第 ７号 徳之島地区の県港湾工事発注における特

定ＪＶの結成について 

建築経済産業常任委員長

○日程第19 議会運営委員会の閉会中の所掌事務の継続調査について 議会運営委員会

○日程第20 常任委員会の閉会中の所管事務の継続調査について 各常任委員会
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令和２年第４回天城町議会定例会追加日程（第３号の１） 

令和２年12月10日（木曜日） 

 

○追加日程第１ 議案第１１３号 天城町立学校校内ＬＡＮ環境整備業

務委託契約について 

町長提出

 閉会   
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１．出席議員（１４名） 

  議席番号    氏   名      議席番号    氏   名 

    １番  平 岡 寛 次 君      ２番  喜 入 伊佐男 君 

    ３番  吉 村 元 光 君      ４番  奥   好 生 君 

    ５番  昇   健 児 君      ６番  大 澤 皓一郎 君 

    ７番  久 田 高 志 君      ８番  秋 田 浩 平 君 

    ９番  上 岡 義 茂 君     １０番  松 山 善太郎 君 

   １１番  前 田 芳 作 君     １２番  柏 井 洋 一 君 

   １３番  平 山 栄 助 君     １４番  武 田 正 光 君 

 

１．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

 議会事務局長 柚 木 洋 佐 君   議会事務局書記 富 山 実 宝 君 

 

１．説明のため出席した者の職氏名 

  職  名     氏   名      職  名    氏   名 

 町 長 森 田 弘 光 君   教 育 長 春   利 正 君 

 教委総務課長 豊 島 靖 広 君   会 計 課 長 上 原 富一郎 君 

 社会教育課長 和 田 智 磯 君   総 務 課 長 祷   清次郎 君 

 くらしと税務課長 岸   恭 聖 君   企画財政課長 福   健吉郎 君 

 けんこう増進課長 碇 本 順 一 君   建 設 課 長 昇   浩 二 君 

 水 道 課 長 張 本 康 二 君   農業委員会事務局長 伊地知 隆 治 君 

 農 政 課 長 山 田 悦 和 君   農地整備課長 大 久 明 浩 君 

 長寿子育て課長 森 田 博 二 君   商工水産観光課長 中   秀 樹 君 

 選挙管理委員会書記長 米 田 俊 朗 君   総務課長補佐 中 村 慶 太 君 
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△ 開議 午前１０時０２分 

 

○議長（武田 正光議員）   

 これから本日の会議を開きます。 

 直ちに本日の日程に入ります。 

 

△ 日程第１ 一般質問 

 

○議長（武田 正光議員）   

 日程第１、一般質問を行います。 

 議席番号１０番、松山善太郎君の一質問を許します。松山議員。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 テレビを御覧の町民の皆様、おはようございます。畑にも出られず、遠出もでき

ず、お困りの方がたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。もろもろのことは、

天の配剤と思い定め、慌てず、焦らず、心静かに時の流れに身を任せたいものであ

ります。くれぐれも、心身の健康に最大の注意を払い、穏やかな新年を迎えてくだ

さい。 

 それでは、先般通告しております、２項目７件について一般質問をいたします。 

 １項目め、令和３年度予算編成について、重点政策及び懸案事項を問う。 

 １点目、平土野港多機能港湾新設の取組をどう進めていくのか。 

 ２点目、一大運動として、広い意味での地産地消を推進してはどうか。 

 ３点目、喫緊の課題である少子化対策の抜本的な見直しが必要であるが、考えて

いるか。 

 ４点目、畜産の現状と、今後検討すべき課題はないか。価格、あるいは新規参入

等です。 

 ５点目、会計年度職員の処遇改善を実施するのか。 

 ６点目、教育委員会でございます。各種検定及び花いっぱい運動等の実施状況を

問う。 

 ２項目め、主に町長ですが、職員全般に、政治姿勢について、業務の姿勢につい

てです。 

 令和元年度決算が全会一致で不認定になりました。過去の教訓が生かされていな

いように見受けられるが、職場の倫理観の醸成にどのように今後取り組んでいくの

か。 

 以上、７点について、いつもよりスピーディーにかつ明確な答弁を要請して、最
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初の質問を終わります。 

○議長（武田 正光議員）   

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。森田町長。 

 自席からの答弁を許可します。 

○町長（森田 弘光君）   

 皆さん、おはようございます。答弁の前に一言申し上げたいと思います。 

 昨日、本町でコロナウイルスの陽性者が確認されました。町民の皆様におかれま

しては、また当然私たち含めてでございますが、緊張感を持って行動していただき、

拡大防止に努めてまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

 それでは、松山議員の質問に対して答弁いたします。 

 １項目め、令和３年度予算編成について、重点政策及び懸案事項を問うというこ

とであります。 

 その１点目、平土野港多機能港湾新設の取組をどう進めていくのかということで

ございます。 

 お答えいたします。先日来、議会でもこの問題については議論がなされてきたと

ころでございます。平土野港多機能港湾の推進につきましては、去る７月に期成同

盟会を設立いたしました。また、去る１１月２５日には、鹿児島県庁におきまして、

県の関係機関と勉強会をするとともに、併せて県知事宛てと土木部長宛てに要望書

を提出したところでございます。この勉強会を契機に、議論を深めながら、県はも

ちろんですが、国そしてまた地元選出の国会議員の先生方にも強く協力、そしてま

た要望をしてまいりたいと考えております。 

 大きな項目その２点目、一大運動として、地産地消の推進はどうかということで

ございます。 

 お答えいたします。食への関心や安心・安全な食材を求める声が高まっていく中

で、地産地消の推進は非常に重要な事項だと考えております。本町でも、平成

２８年に第２次食育推進計画を策定し、家庭菜園、いわゆるあたい畑でありますが、

の推進、学校給食や保育所への地元農産物の供給など、地産地消における食育の推

進に取り組むこととしてまいりましたが、まだまだ活発な推進には至っていないと

いうところだと思っております。 

 令和３年度は、次期の食育推進計画の策定の年にも当たります。新鮮で安心な地

元農産物を手に入れやすく、また活用しやすい環境づくり、農産加工品の販路拡大

に向けた推進に努めてまいりたいと考えております。 

 大きな項目その３点目、喫緊の課題である少子化対策の抜本的な見直しが必要で

ある、どのように考えているかということでございます。 
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 お答えいたします。まち・ひと・しごと創生総合戦略の人口ビジョンにもありま

すように、人口の減少問題、少子化対策は喫緊の課題だと認識しております。この

ような中、本町におきましては、出産祝い金や保育料の無償化、医療費の助成、ま

た遊具の整備など子育て支援の充実を図ってまいりました。また、本年度からは、

新婚さん応援生活補助や在宅育児支援にも新たに取り組んでいるところでございま

す。 

 今、令和３年度の予算編成が始まっておりますが、少子化対策においては、さら

に効果が上がるよう取り組んでまいりたいと考えております。 

 大きな項目の４点目、畜産の現状と、今後検討すべき課題はないか、価格の問題、

それから新規参入の問題等々でございます。 

 お答えいたします。畜産の出荷額につきましては、昨年度と比較して、１頭当た

り１０万円ほど下がり６０万円台の平均価格となっております。しかし、依然とし

て高価格で推移しており、新規就農者の畜産への参入は非常に高い割合となってお

ります。 

 課題としましては、基盤を持たない完全新規参入者の場合、畜舎建設や牛の購入、

また飼料畑の確保、機械導入など初期投資に係る費用が多額であること、また飼養

頭数の増加に伴い堆肥処理の問題等が考えられるところでございます。 

 大きな項目の５点目、会計年度職員の処遇改善を実施するのかということでござ

います。 

 お答えいたします。会計年度任用職員の処遇改善の実施につきましては、令和

３年度から更新者につきましては、１号級の定期昇給及び期末手当の割合を、現行

の１００分の６５から、１００分の９７．５に改定する予定でございます。 

 また、その翌年度、令和４年度の期末手当の支給割合を１００分の１２７．５に

引き上げる、そのような予定を立てております。 

 大きな項目の６点目、各種検定及び花いっぱい運動等の実施につきましては、教

育長のほうがお答えいたします。 

 ２項目め、政治姿勢について。 

 その１点目、令和元年度決算が全会一致で不認定になった。過去の教訓が生かさ

れていないように見受けられるが、職場の倫理観の醸成にどのように取り組んでい

くのかというご質問でございます。 

 お答えいたします。９月定例議会におきまして、令和元年度一般会計歳入歳出決

算が不認定となったことを真摯に受け止め、私を含め全職員が身を律し、緊張感を

持って日々の業務に邁進していく所存でございます。公僕である職員は、全体の奉

仕者としての自覚、そして責任を持って行政サービスに力を注ぎ、その姿勢が町民
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に還元できるよう指導していきたいと考えております。 

 以上、松山議員のご質問にお答えいたしました。 

○議長（武田 正光議員）   

 次に、教育関係に対しまして答弁を求めます。 

○教育長（春 利正君）   

 松山議員のご質問、令和３年度予算編成について、重点政策及び懸案事項を問う、

その６点目、各種検定及び花いっぱい運動等の実施状況についてのご質問にお答え

をいたします。 

 各種検定の実施状況につきましては、今年度から各種検定の一部助成を実施して

おります。７月から各学校で検定を実施し、１０月には教育委員会で英語検定を実

施いたしました。今後、１月に英語、数学、漢字検定の実施を計画しているところ

でございます。 

 花いっぱい運動の実施状況につきましては、先日も奥議員にもお答えいたしまし

たが、各集落において花壇の整備や植栽を行っております。予算につきましては、

各地区推進協議会へ助成をし、今後も継続して行いたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（武田 正光議員）   

 それでは、質問を継続します。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 場所が変わりますとどうも調子が出ませんが、声が籠るね。町内にもコロナが発

生しつつあるということで、どこまで広がるか分からないような状態になっており

ますが、役場の皆さんも、町長はじめ対応に大変だと思います。できるだけ早めに

終わりたいと思いますので、協力をお願いいたします。 

 まず、県庁のほうに行かれたということをお伺いしました。その際に、これは大

澤議員からお借りしたんですが、要望書があります。基本構想があります。この基

本構想も持っていったのかどうか。 

○企画財政課長（福 健吉郎君）   

 お答えいたします。 

 １１月２５日の県庁における勉強会においては、基本構想の平土野港に係る部分

は全てでございます。平土野に関する活性化計画については、一部抜粋をした形で

その勉強会に臨んだところでございます。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 前の議会でこれを取り上げたときに、この基本構想の中の数字等について一部見

直したほうがいいよということで提案したんですが、これそのまま持っていたわけ
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ですか、前の。 

○企画財政課長（福 健吉郎君）   

 お答えいたします。 

 前回そういったご指摘がありまして、そこのメーター部分だけは省いた形で調整

させていただいております。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 改めて相談しておきますが、４ページと８ページが非常に見づらい、字が見えな

い、拡大鏡で見ても、そのメーターは外したほうが賢明です。それと一つ、ここに、

よく見てくださいと言ったんですが、「推進」という字が違っていますが、気がつ

いて直しましたか。 

○企画財政課長（福 健吉郎君）   

 お答えいたします。 

 この５ページでしょうか、（「１４ページです。１４ページのちっさいところで

す」と呼ぶ者多し）１４ページ。（「いいですよ」と呼ぶ者多し）申し訳ないです。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 これは、多分これからずっと使いますので、やっぱり相手にあげるものですから、

相手が見やすいように、「すいしん」というのが推し進めるになっています。これ

は、水の深さだと思います。その下のほうに、ちょっと表現が困るようなものがあ

ります。船の出港、入港です。「頭から入れてけつから出す」という表現がありま

す。これは、ここら辺の表現とか、１５ページ、１６ページに「検討したい」とか

「必要である」とかいうのがあります。これは、これを作った人が見たときに検討

するのであって、お互いもう検討の段階を超えてやるわけですので、検討するじゃ

なくて、もうやると、必要であるじゃなくて、これはもうなくてはならないという

具合に、当事者意識で文章の表現もしたほうがいいと思います。これは前も注意し

てありますので、きれいに直して、この写真の下の小さい字なんかも、２ページに

して大きくして、ちゃんとこの字が見えるように、あげるものですので、見る人も

いると思いますので、次行くときは担当も代わっているかも分かりませんから、ぜ

ひそこら辺を直して持って行くようにしてもらいたいと思います。 

 次、本題に行きます。 

 来年度の予定ですが、期成同盟会の会合を何回ぐらい持つのか、まずお伺いしま

す。 

○企画財政課長（福 健吉郎君）   

 お答えいたします。 

 本年度、２年度においても設立総会を行いました。今後、年度内にあと１度、
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１回は考えております。来年度におきましても、最低２回は開催したいというふう

に考えております。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 もちろん、私はめったに行かないのですが、１度行きましたかね、陳情に行くわ

けですね。代議士ともこれができる前にお会いになったということです。県知事に

も会うことできなかった、土木部長にも会うことができなかったけど要望書を渡し

たという答弁をもらったような気がします。あと、これは県議会議員には必要ない

もんですか。 

○企画財政課長（福 健吉郎君）   

 お答えいたします。 

 県議会議長宛てということですが、今のところそこまでは考えておりませんでし

たが、今後必要であれば、県議会議長宛てにも提出を検討したいと思っています。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 私が言っているのはそういった意味ではなくて、例えば地元選出の県議会議員が

お２方いらっしゃいますね、この方々にも協力要請がいるんじゃないのかというこ

とです。 

○企画財政課長（福 健吉郎君）   

 申し訳ございません。実は、１１月２５日のその勉強会におきましては、地元選

出の県の議員の先生２名、参加しております。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 あと、陳情に行くわけですが、陳情に、もう予算編成の時期ですので、何回ぐら

いで、１回ではいかんわけですよね、鹿児島行ったり、東京行ったり、あるいはま

たクルーズ船あたりの共進組さんあたりも行くようになるかも分かりません。そこ

ら辺をどのような予定なのか。 

○企画財政課長（福 健吉郎君）   

 お答えいたします。 

 クルーズ船誘致に携わる共進組さんとも、私ども２回ほど鹿児島のほうでお会い

しております。その際、いろいろクルーズ関係について、できれば年度内に共進組

さんをお呼びして、いろんな勉強会も行いたいと思っております。 

 そういう中で、今後のスケジュールですが、県や国に対しての要望については、

そう頻繁にはできませんが、毎年、年１回はそういった要望活動が展開できればと

いうふうに考えております。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 多分そのようなことじゃないかなと思って気になったもんですから聞いておりま
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す。やはり、町長は必ず１回行くにしても、毎回行くにしても、例えば町長と議員

が一緒に行くとか、町長と期成同盟会の中の何名か行くとか、例えば県知事のとこ

ろに行くのであれば、県知事と飯を食った人、言い方乱暴ですけど、膝を交えて飯

を食った方も何名かいらっしゃる、そういった人を一緒に連れて行くとか、手を変

え品を変え陳情に行ったほうがいいと思うのですが、どうですか。町長お願いしま

す。 

○町長（森田 弘光君）   

 ご指摘ありがとうございます。 

 先般、この間の勉強会の中では、知事にお会いできませんでした。その時点で、

ちょうど馬毛島問題で防衛省の人たちとのいろんな会が設定されているという、ち

ょうどそのタイミングに行ったものですから、お会いできませんでした。それで、

秘書課長のほうに、知事にはくれぐれもよろしくということをお伝えしました。ま

た、土木部の次長、部長も外に出ていたもんですから、次長のほうにお願いしたと

ころであります。 

 まさしく、今私が考えているのは、やっぱり直接知事とお会いしたいというのが

１点ございます。そのために、もしできれば、私が今考えているのは、議員の研修

会というのがございますよね、これがいつあるのか、またそれに合わせなくても、

またどっかで特別に日程を組めるかどうかということも探りながら、やっぱり知事

に直接この状況を、また、多分知事は徳之島のことを本当によく知っている方だと

思っていますので、天城町からこうやって正式に来たということだけはしっかりお

伝えしておきたい。 

 もう１点は、ちょっと話がずれるんですけど、先般お話のありました県道８０号

線ですか、そこも、やっぱり知事が替わりましたので、知事のお考えがどういう考

え方を持っているかということを含めて、この２点については、最優先の課題とし

て知事と直接お会いして、そしてまた、できれば議員の皆さん方も議員の研修会、

そういったものがあれば、それがいつなのかちょっとよく分からないですけど、一

緒にお伺いして、また知事と面会できればなというのが、今私の考え方です。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 分かりました。やはり、今年の分で予算がたった６０万なんですね、旅費と報償

費に組んであります。このものになれば、今年が出だしですから、これも全部は使

っていないと思います。ですから、予算も組んで、波状攻撃みたいに、２年しかあ

りませんから、とりあえずは２年の間に、４回でも５回でも行けるような体制をぜ

ひつくってもらいたいと思います。 

 私たち議会のほうにも、できることがあれば、ぜひ一緒に走りたいと思っていま
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すので、そちらのほうからも要請、いろいろ配慮お願いしたいと思います。 

 それでは、次に行きます。 

 地産地消ですが、今現状、地産地消はどのようなことをやっているのか、まず説

明をお願いします。 

○農政課長（山田 悦和君）   

 お答えいたします。 

 現在行っている地産地消に関係する事業としましては、鹿児島の食推進事業とい

う県の予算を使った事業がございますが、その中で親子郷土料理教室の開催、あと

小中学校の学校と連携した教育ファーム、あと給食センターのほうへ地場産の農産

物の食材提供、そういったことが主なところでございます。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 現状、親子料理教室もよかろう、教育ファームもよかろう、あまり推進している

というていはなしていないような気がします。 

 話はちょこっと変わりますが、コロナ対策でステージ５になりました。気をつけ

ることは、課長何でしたかね、けんこう増進課長ですかね。簡単に気をつけるのは、

どういったことを気をつけるのか。不要不急とかいろいろありますよね。お願いし

ます。 

○けんこう増進課長（碇本 順一君）   

 お答えいたします。 

 今、徳之島警戒レベル５になっております。ここで気をつけていただきたいとい

うことで挙げてあるのが、不要不急の外出の自粛。次が、島外への渡航、これにつ

いても不要不急の場合には自粛いただきたいというところでお願いすることになっ

ております。あと、その他といたしましては、町、まち主催の行事の中止、延期、

あと町の施設の休館ということになっております。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 失礼しました。ここにそういうふうに書いてあります、外出の自粛、島外へ出る

こともあまりしないほうがいいよと、こうなりますと島外から来る人も遠慮します

でしょうね、多分。やはり、不要不急の外出をしないということは、家の中で、で

きれば外に出るなと、家族でいなさいよと。というように考えられるのは、どうし

ても外出をするのであれば集落の中で、できるだけ生活を完結しなさいと、なるべ

く松原辺り、平土野辺り行くなと、私の集落でいえば、そういったことだと思いま

す。 

 今出たからあまり大きなことは言えませんが、亀津には行くなと、できれば伊仙

にも行くなと、平たく言えばこういったことですよね。どうなります。買い物でき
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るところありますかね、お互い。普段から、こういったことを想定しなくても、や

はりお互いの町には結というのがあります。どこでもいえます、結のこころという

の、隣近所で物を買う、隣近所で物のやり取りをする、生活の完結です。 

 私は地産地消はまさにそういうものだと思っております。そういったつながりを

大事にしたのが地産地消だと思っています。県がやりなさいと言ったから、親子料

理教室とか各学校でじゃがいもを植えたりしていますね、あれは全く地産地消には

つながっていないような気がします。地元でできたのを地元で食べて初めて地産地

消でありますので、要するに、最終的に言いたいのは、町内で買える物は町内で買

いましょうと、要するに結のこころです、助け合いです。こういったのを、普段か

ら、こういった生活態度、物の考え方を持つべきだと思うのですが、町長いかがで

すか。 

○町長（森田 弘光君）   

 お答えいたします。 

 いわゆる、小さな意味の地産地消ではなくて、町全体、そして地域全体を包括し

た、そのような、ライフスタイルといいますか、生活様式というものをそのように

変えていくということは、私は全く同感でありまして、もう一つ、かつてすくすく

会というのがありました。そして、グループを組んで、できるだけ安心、安全で健

康な野菜、生産物を学校に提供したいということなどがあって、すくすく会という

組織があったと思います。まだ、活動しているということですけど、やっぱりもっ

とその方々を含めて、もっと輪を広げて、そういった組織を大きくするということ、

またそれに対しては、給食センターがしっかりとそこに対して呼応してくれるとい

うことが、僕は、これから地産地消の中では大事かなというふうに思っております。 

 もう１点は、やっぱり子供たちに、この島はすごいんだということを伝えたいと

僕は思いまして、牛肉を、今コロナで大変なときに牛肉をやりましょうということ

で、学校給食に今年４回、学校給食で牛肉をメニューの中に入れてあります。そし

て、それも競りのときに、競りの前後にメニューに入れていただきたいということ

を要請してあります。 

 それは何かというと、私たちが、自分たちで私たちはすごいんだというのではな

くて、競りに来られた、具体的に言えば、森ファームの社長さんが競りに来るわけ

です。そして、天城町の牛を買っていってやっております。その方に、給食の時間

にちょっと時間を取っていただいて、給食の中であなたたちのお父さん、お母さん

方が育てた牛は今こうして世界に広がろうとしているんだ、そして、あなたたちの

お父さん、お母さん方のやっている仕事というのはすばらしいんだということを、

私たちが言うんじゃなくて、第三者の目で言ってほしいなと思ってやっていますが、
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１０月に１回やろうとしたら、天城町でコロナが出てできなかった、そしてついこ

の間の競りのときにもやろうとしたら、クラスターということでちょっとかなわな

いことがありました。そういうことを含めながら、全体として地産地消という動き

を、もっと大きなものにしていきたいなというのが、私の一つの考え方です。 

 もうちょっとお話ししていいですか、今度は給食センターのお話があります。当

然そこに子供たちの安心、安全な給食を提供するというのはまずは第一だと思うの

ですけれども、そこに次できる場が給食センター、そこに地産地消、地場産物をど

れぐらい使うかということを、もっと私たちは、次の給食センター、今でも当然あ

るんですけど、町全体、教育委員会全体の理念として、地産地消、地場産物を給食

に使うということを、私は進めていきたい。それは、その効果として、子供が食材

を通して、地域の自然や文化、産業に関する理解を深めるということが一つと、生

産者の努力や食に関する感謝の念を育むということ、そしてまた、給食に使うとい

うことは、ある意味地産地消、地場産品の消費に有効な手段になりますということ

などもありますので、そこを次の給食センターの中で、ここはしっかりと一つの教

育理念として捉えていきたいなというのが、私の今考えていることです。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 確かに、給食センター、役場ができるのは、とりあえずはそこまでやってもらえ

ば上等ではないかと思います。 

 もう一つ聞きます。国のレベルでマスクがないと言って大騒動になりました。今

度、手袋がないということで、また大騒動になりそうですね。医療用の手袋がない、

品薄になっていると。東南アジアのどっかの国でしか作っていないそうです。こう

いったことがあるから、地産地消がいかに大事かということですよ。もし、トウモ

ロコシが止まったとします、牛の飼料どうします。小麦が消えたとします、パンが

なくなる。そういった危機的なときに、私たちは生きているわけですよ。そういっ

たのも、やっぱり考えながら、対応ができなくても、少なくてもそういったことは

頭の中に置いといてほしいと思います。皆さんも管理職です、町のリーダーですか

ら、いざというときにどうするのかということは、常に危機意識を持っていてもら

いたいと思います。 

 あと、町内にない店、今、天城町内にない店、Ａコープさんを除いて、ない店、

とりあえず考えられるのは何と何があるか、商工水産観光課長お願いします。 

○商工水産観光課長（中 秀樹君）   

 お答えいたします。 

 町内に商工業者いろいろ各種あると思いますが、今考えられる、ぱっと私のほう

で答えられるのが、まず水産業取り扱ったそういったもろもろのお店が今のところ
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ないようなイメージを持っております。これも、地産地消につながると思いますが、

その施設、あとは商工業関係、観光業関係、すいませんが、今、水産業のほうがぱ

っと頭の中に浮かびました。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 課長、漁船が頭にあるんじゃないですか。違いますか。肉屋がないですよね、肉

屋がなくなった。私はかねがね言っているのは、今日みたいなことを想定している

わけではありませんよ。お互い助け合うということで、肉屋と魚屋さんぐらいは併

設は、併設は無理かもしれませんが、役場でしてもいいんじゃないのと。役場は儲

ける団体じゃないから、役場でお金を儲けているのは税務課ぐらいだ。あとは全部

に使いっぱなしだからね、肉屋して、魚屋して、使いっぱなしにしても私はいいと

思います。儲ける必要はないと思う。軌道に乗って儲けたら民間に渡せばいい。だ

からそういった無いのを、履物屋もなくなっている。最近、あまり大至急とは言い

ませんが、きゅらしま館さんで、本が少しずつ揃いつつあります。やはり本屋もな

くなった、文化のバロメーターですよ、本屋がないというのは。亀津に行っても本

屋がない。 

 徳之島がコロナに見舞われるのは、天の警鐘じゃないですかね、もうちょっとほ

かの面にも目を向けなさいと、飲んだり、食ったり、遊ぶだけが能じゃないよと。

そういっちゃ、身も蓋もありませんが、そういったところを町営でできるのは、町

営でしたらどうかなと思いますけど、町営でしたら、お互い買いに行かえとなりま

せんか、家族経営だから、町の店となったら、まず職員が率先していくはずです。

私たちも、町営でしたら赤字にして倒すわけにはいきませんから。そういったこと

も考えて、町営でできるものはないかと。今、企業支援で幾らお金やっても、買い

物に来る人がない、採算の見込みがないからやる人はいないと思いますよ。どうで

すか、町長。 

○町長（森田 弘光君）   

 お答えいたします。 

 そのような発想を、転換していくということは大事だと思いますので、面白い考

え方だなと、今お聞きして思ったところです。それがすぐ実現できるかとなると、

大変難しいと思いますけど、そういう発想は常々持ちながら、仕事に取り組んでい

きたいと思います。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 最後です、これも地産地消を強制的に地産地消をさせる。要するに、これも何回

か言っていますが、給料の一部を商品券で支給する。とりあえず、全部が賛同して

くれるかどうかわかりませんが、一部、１％か２％か３％か、給料の一部を商品券
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で支給する、強制的に地元で買い物をさせる、これはまず課長さん方から始めては

どういったもんでしょうか。これは、総務課長に聞いてみましょう。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 以前も、この職員給与の一部を商品券で支給し、町内の消費喚起を図ってはどう

かというご提言があったかと記憶しております。また、町内の商工業者等を支援す

る意味でも、またその辺については検討していきたいと、今すぐどうということは、

ここで言えませんが、考えていきたいと思います。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 次に行きたいと思います。少子化対策ですが、今回出生祝い金が、条例が提案さ

れております。３子以降１０万ずつもらえるということで、「限度とする」が消え

ております。大変思い切ったと思いますが、これが６子以降、７子、７番目の子、

８番目の子、９番目の子、ここが１０万円ずつプラスになりますね、６子までは

５０万ですから、７番目の子供が生まれたときに初めて１０万プラスになる、これ

が該当したのがありますか。これは課長、お願いします。 

○長寿子育て課長（森田 博二君）   

 お答えいたします。 

 今、天城町の中で、住民基本台帳でお子さんの数、一番多い数で７名というのが

２世帯、６名が１世帯、５人というのが４世帯ございます。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 該当しそうな人、５名は６人目が生まれても５０万ですので、関係ないでしょう。

６名いる人が７人目を生んで１０万ですね、７名の方がお一人、子宝に恵まれまし

て２０万の増額です。５０万が７０万になります。こういった計算、ちゃんとなさ

っていて、予算措置をなさるつもりですか。 

○長寿子育て課長（森田 博二君）   

 お答えいたします。 

 今現在、出産祝い金については、来年度の当初予算、今見積もり中でございます

が、今現在は、少しは多めにということでは考えております。今年度はまだ実績と

しては出てはおりませんが、今現在での見込みとしては、６２５万くらいになる予

定になっておりますので、そこあたりを勘案しながら見積もりをしているところで

あります。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 あのね、私が言っているのは、今に条例を変えた、今に幾らプラスになるかとい

うことです。ですから、言っているように、６名いらっしゃる方が７人目に恵まれ

て初めて１０万、７名いる方が１人お子さんもうけて初めて２０万、お１人ずつ子
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宝に恵まれるとしても、３０万の増額なんですね。これは、私が言う抜本的な改革

でも値上げでも何でもない、ただ「限度とする」を取り払っただけで、実際のお金

の負担は発生しないわけです。 

 それよりも、町長が前に、こういったこと言っています。１子目と２子目を少し

強化したいと、５万、１０万、１子が５万、２子が１０万、これを少し強化したい

ということを私の質問に答えております。思いつきで言ったのではないと思います

ので、この１子目、２子目の強化を、せめて１０万、２０万、１子目が５万のプラ

スです、２子目が１０万のプラスです。簡単なようですが、あとは全部１０万ずつ

上がっていきますので、４０人生まれたら４００万近い負担になります。これはこ

れぐらいしないと、この前も言いましたがね、大和村あたりで２０万、３０万です

よね、１子２０万、２子以降全部３０万。だから、こういった後追いのところが

次々と追いついてきているところがありますので、少し魅力が薄れつつある。ここ

でもうちょっと踏ん張って、ドーム闘牛場みたいに、７億とか８億とか、設計だけ

で４千万とか、そういうやぼなお金がかかる話ではありませんので、慎ましいもん

です、４０人生まれて４００万です。１０年かけても４千万だ。その間に４０名も

５０名も生まれてこられたら御の字じゃないですか。やはり、ここはもうちょっと、

次あたり頑張ってほしいと思います。 

 在宅育児支援事業、これ今どういった状態ですか。 

○長寿子育て課長（森田 博二君）   

 お答えいたします。 

 今年度から実施しております、保育所等利用しないご家庭に対して、育児を行う

世帯に対しての支援金でございますが、上半期の９月までの申請件数が２１件でご

ざいました。金額にして、５０万５千円でありました。今、まだ私どものほうで未

申請の方とかもいらっしゃいますので、そういったものを換算した場合には、下半

期では１３３万、全員が申請したとしてです、そのぐらいにはなる、マックスでこ

のぐらいにはなるのではないかと想定しております。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 あのですね、これ、最初制度始めるときに聞いたわけです、どれぐらい見込みが

あるのかと。そのときの答弁では６６名だと、それで３９６万の予算措置をしてあ

ると、１３０万であれば３分の１じゃないですか。要するに、ここら辺の数の把握

の仕方、人数の把握の仕方ですよね、同じ３９６万使うのであれば１万でもよかっ

たわけですよ、５千円じゃなくて、倍でも。こういうことですよ、有効にお金を使

うというのは。同じ３９６万あれば、言っていることは分かりますか。全員で

１３０万しか使わない、倍額にしても２６０万で済んでいるのだから、月５千円じ
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ゃなくて、そういったところを見越して３９６万、あるいは４００万で幾らあげら

れるかというのをもうちょっと計算しっかりして、３年度の予算を編成してほしい

と思います。 

 あと教育長にお伺いします。給食費の…。 

○長寿子育て課長（森田 博二君）   

 すみません、先ほどの答弁、少し訂正させてください。 

 上半期の分が５０万５千円でした。下半期の分が１３３万ぐらいになるという想

定をしております。両方足しまして、１８３万５千円ぐらいになるという予定でご

ざいます。どうもすみません。（「給食費と、奨学資金の件、いいですか、もう一

回いきます」と呼ぶ者多し） 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 今のをまず言ってからです。森田課長、今で１８０万であれば、１万でも止まっ

ているわけですね、倍にして３６０万ですので、１か月１万あげても止まっている

わけですね。在宅に１か月１万で、１２万上げるのが妥当かどうかという問題はあ

りますよ。だったら、本当は保育料の平均は幾らなのか、高いのは幾らなのか、安

いのは幾らなのか、そこまで聞く予定だったんですがもうそこは飛ばします。 

 その１２万が妥当なのかどうか考えてですね、高いのであれば７千円の８万４千

円でもいいじゃないですか。３９６万で収まる範囲で、値上げも検討したほうがい

いんじゃないですか。 

 在宅で３歳児まで見るというのは、すごく大事なことですよ。親がちゃんと抱っ

こして大きくするのは、やはりそういった観点からもね、私は、これはタイムリー

な政策だと思ってますよ。 

 家の中で、お母さんがちゃんと子供の面倒を見るというのはね、三つ子の魂です

ので大事なことですのでね、もうちょっと手厚くしてもらいたい。 

 教育長に聞きますね。奨学資金の免除と給食費の免除ですね、援助、支援をお願

いしてあって、当面は教育委員会で諮ると答弁をもらっております。その後の経緯、

教育委員会で諮ったのか、諮らなかったのか、今から諮るのか。 

○教育長（春 利正君）   

 お答えをいたします。 

 給食費、それから奨学資金については、免除という話で教育委員会で話題にはし

ましたけれども、やはり現状では徴収をしましょうということで、免除は考えてい

ないところです。 

 今後、また状況によって教育委員会で話題にしていきたいと考えております。 

○１０番（松山 善太郎議員）   
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 別にお言葉を返すわけではありませんが、話題にしたというのと、議題にしたと

いうのは全然違いますのでね。ちゃんと会議録取って持っていますので、そこら辺

もやはり教育委員会で諮って教育委員会の意向として、これだけじゃなくて、やは

り財政が伴いますので、町長ここら辺まで、どういったもんですかね。 

 特に奨学資金の免除というのは、天城町に帰ってきたらというのは、上原勇一郎

氏のが３年間住んだら免除になっているんですね。 

 天城町の奨学資金もそれでいいんじゃないかと思うんですがね。どういったもん

ですか。 

○町長（森田 弘光君）   

 お答えします。 

 ちょっと前の話題になるんですけど、まさしく私は松山議員と同じ考え方で、

０歳から３歳未満の子供がですね、やっぱりお母さんの懐で、何というんですか育

つというのが一番いいんだということ、これ専門家の方々もおっしゃっているよう

です。 

 そういう中で、こういうことで始めたわけですけど、予算編成のときに主管課か

ら上がってくる。これ昨日の手植え２千円、これも僕は同じ感覚を持っているんで

すよ。 

 主管課から上がってきて、予算査定をするわけですよね。普通は高めできて、お

い大変じゃないのというのが普通なのかなと思うんですけど、下から上がってきて

上げろっていうのか、何かそこでまた総務課長と企画課長を入れながら、町長財政

が大変だ大変だと言われる中でですね、ここら辺というのは何かちょっとあるんで

すけど、先ほどの、昨日の議題になっている夏植えの２千円等ですね、この在宅育

児というのはもっと僕は濃密にしたほうがいいというのは、これは僕の考え方です。 

 そういう思いを今日、うちの主幹からも聞いていますので、３年度はどういう形

になってくるかなあと思って、ちょっと楽しみにしているんですけれども。 

 もう一つは、奨学資金については、また話題ということじゃなくて教育委員会で

きちんと議論をして、やっぱり必要だということ、そこら辺はやっぱり教育委員会

の意思として、やっぱり私たちに話が来れば、いつでも僕はオーケーだというふう

に、私の中ではオーケーです。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 ということですので、教育長、豊島課長もぜひそこら辺を、いいあんばいに計ら

ってもらいたいと思います。 

 議長、次まで行きたいと思います。 

 先ほど答弁の中で、次の畜産です。 
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 新規参入者の非常に高い割合となっていると、その牛舎とか子牛の初期投資とお

っしゃいましたね。初期投資が大変ではないかと、あと堆肥処理もありますけれど

も、私は今回その初期投資というのに絞っております。 

 初期投資というのは、子牛を導入するときには給付金の貸付けがありますね。牛

舎に対しては支援制度があるかどうか、お聞きします。 

○農政課長（山田 悦和君）   

 お答えいたします。 

 現在、牛舎に対して、町のほうからの支援制度というものはございません。 

 現在、畜舎等の建設に当たっては、ＪＡの行っている牛舎のリース事業等を活用

しているかと認識しております。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 そのＪＡのリース事業というのについて、ちょっと説明をお願いします。 

○農政課長（山田 悦和君）   

 お答えいたします。 

 簡易牛舎の整備、施設の改良に必要な資材の支給及び器具・機材の導入というこ

とになっております。 

 ２分の１以内の助成で、上限が２５０万円、増頭が必須条件ということで、例年

２月から４月中での申込みの受付をしているということです。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 これもやっぱり、ぜひＪＡだけじゃなくて、ＪＡが２分の１であれば、残りの

２分の１の２分の１ぐらい、４分の１ぐらいは役場が出しても別に差し支えはない

んじゃないですか。いかがですか。 

○農政課長（山田 悦和君）   

 お答えいたします。 

 そうですね。今そういう質問が来るまで、なかなかそういうことのほうの発想が

思い浮かばなかったところなのですが、その事業の条件等そういったものも勘案し

ながら、検討してみたいと思います。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 牛の牛舎を、アパートのような感じで造ってですね、貸付けをしているというの

が沖縄にあるそうです。 

 こういった話は、聞いたことございませんか。 

○農政課長（山田 悦和君）   

 お答えいたします。 

 すみません。私のほうは、ちょっと存じ上げておりません。 
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○１０番（松山 善太郎議員）   

 急いで行きます。 

 この牛小屋を、例えば１００頭規模で造ります。３頭、５頭、１０頭というふう

に小分けにして新規参入の方に貸す。そういったシステムがあるそうです。 

 で、笠利にもあるということで聞いたのですが、笠利は３名の方に貸しているそ

うです。 

 ８０頭分の小屋が１つ、１００頭分の小屋が１つ、１５０頭分の、小屋ではない

ですね、牛舎が１つ。３名の方に貸しているそうです。 

 値段は、２６万、３０万、４１万。非常に安いですね。年間ですので、１０年た

ったら３００万、４００万ですのでね。 

 要するにこういった形式ですよね。 

 もう一回言います。団地を造る。牛小屋を、３なら３、４なら４、５なら５、

１０なら１０で小分けにして、役場が造って貸すわけです。新規参入の方に。希望

者に。 

 こういったのを、一回希望とか取ってみて、希望があるのかどうか調べてみても

いいんじゃないでしょうかね。 

 これは課長、どうですか。 

○農政課長（山田 悦和君）   

 お答えいたします。 

 希望等そういったことは、しっかりと把握するためにも、取っていきたいと考え

ております。 

○議長（武田 正光議員）   

 しばらく休憩します。 

 １１時１０分に、再開します。 

休憩 午前１０時５５分 

──────────── 

再開 午前１１時１０分 

○議長（武田 正光議員）   

 休憩前に引き続き、会議を開きます。松山議員。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 先ほどのところで、あと一、二点だけ。 

 牛の価格ですが、一番高いときが幾らで、一番安いときが幾らか、ここ１年くら

いで結構です。把握していますか。 

○農政課長（山田 悦和君）   
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 お答えいたします。 

 平均の価格でございますが、年でいきますと、平成２８年の平均価格が７７万円

程度でございます。本年につきましては、現在、１１月までの平均でいきますと

６５万８千円ということでございます。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 これ、牛の値段が、例えば、さらに１０万ぐらい下がったとします。１０万でも

２０万でも。そういったときに、その価格の補償みたいなものはあるもんですか。 

○農政課長（山田 悦和君）   

 お答えいたします。 

 基金制度、国のほうでございまして、平均単価がたしか５４万１千円ですかね、

５４万程度であったかと思います。ただ、この補償制度につきましては、全国平均

の月平均がこの価格を下回ったときということになりますので、なかなかこれまで

も発動はそれほどないという状況でございます。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 これ、突拍子な発想かも分かりませんが、今、牛の値段がいいときに、１頭から

１万円でも積み立てておいて、町の制度として、そういった制度を設けれんもんで

すか。例えば、二千何百頭出していますよね。１頭から１万ずつ出してもらえば年

間２千万。５年もあれば１億、そこに原資があって、いざというときに備えるよう

なことはできないもんですかね。 

○農政課長（山田 悦和君）   

 お答えいたします。 

 町のほうで、こういった制度ということでございますが、その辺につきましては、

また、肉牛振興会であったり、肉牛の携わる関係機関等とも、また、農家のほうな

どとも議論を重ねてから考えていきたいと思います。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 それでは、先ほどの牛舎のアパートですが、住宅と一緒で、そこにかなり居座っ

てもらったら困りますので、もし造って貸すときは、５年ぐらいで出ていってもら

うように、独立するような考え方で進めていってもらったらいいと思います。 

 それでは、次に行きます。 

 会計年度職員の期末手当を上げるというお話でしたが、もう少し分かりやすくお

願いします。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 まず、我々正規職員でありますが、１．３期末手当でありました。人勧で１．

２５に改定、さきの臨時会でしたわけですが、その１．３の当初は２分の１という
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ことで１００分の６５ということ。そして、段階的に令和３年、令和４年度には

我々職員と同率まで引き上げるということであります。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 あちこち少しだけ聞いておきますね。 

 一番気になるのは、学校の用務員の方の勤務時間ですね。これは先生より遅く出

て、先生より早く帰るんですが、非常に気を使うのではないかなという気がします。

女性の方ばかりですので、先生方がもういらっしゃっているのに、そこから、のこ

のこという言い方はまずいんですけど、３０分後から来る、先生方はまだ残ってい

るのに３０分早く帰る、非常に気を使って勤務しているんじゃないかなと思います

けど、ここら辺はフルタイムにしたら何か支障がありますか。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 特別支障はないと思います。これまでの現場のほうでの就業体制をそのまま引き

継いだような形になっておりますが、これについても、また、教育委員会、現場の

ほうと確認をしながら、また、予算もあることですので、これまでの筆耕、嘱託制

度から会計年度任用職員に移行し、待遇が多少なりとも改善された点で予算等もか

なり増額傾向にあります。そういったのも含めて検討させていただきたいと思いま

す。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 もう一つ気になるんですが、日額幾らで出ていますよね。で、年休制度がありま

す。その日額幾らで払っています。これと年休と意味がやっぱりありますか。その

年休を取りますね。年休で休んだ日には給料を払うわけですか。どうですか。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 今年新たに会計年度任用職員に採用、雇用された方は、年１０日から年休がス

タートします。昨年まで筆耕、もしくは嘱託等で勤務をされていた方については、

昨年度までの残日数を引き継いでおります。年次休暇ですので、有給扱いで、年休

を取得した日には給与は発生いたします。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 前、会議録を後で見てもらいたいんですが、日額の計算の方法で、たくさんあげ

ようと思ったら、少し六千何百円が５００円ぐらい上がって、給料が１か月で５千

円ぐらい上がるのだから、幾らですか、２１日だから、約５０円ぐらいか、２１日

の計算だから、上がるような計算の仕方があったように思うのですが、あの２１日

というのがありましたね。あれが厳密に割ったら２０．２５なんですね。２０．

２５でしたら、少し何百円か上がるわけですよ。それが２０日ですので、何千円に

なる、年間ではやっぱり五、六万ぐらい給料が上がることに、今の計算の方法もあ
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ります。やはり、そこももう一回見てほしいと思います。 

 それと、あと一つ気になるのが給食センターですが、８時から１６時３０分にな

っていて、４５分の休憩となっている。ここのところは７時間３０分じゃなくて、

７時間４５分の勤務になっているんですが、それはほかのとこと違っていいんです

か。ほかのとこは全部７．５で計算してあるんですが。ここだけ、雇用通知を見た

ら７時間４５分になっているような気がするんですが、それでいいんですかね。 

 議長、いいです、後で。後で見てみてくださいね。今の日額の計算と、それと、

あとこれ、フルタイムにしたほうが、今言ったように、学校の用務員さんとか、一

番保育所ですよね。保育所は７時半か４０分あたりの勤務から、勤務の幅をもたせ

て７時間半内で抑えなさいと、そういった雇用通知の出し方をしているんですが、

ここはそんなに無理させるんじゃなくて、落ち着いて、やっぱり保育というのも、

この前も言いましたが、保育所は休み取れと言っても休み取れないわけですよ。子

供がそこにうろうろしている。確かに昼寝のタイムがありますけど、その間、トイ

レ掃除したり、掃除したり、子供の連絡帳書いたり、やることいっぱいなんですね。

昼休みというのはないですよ。学校と一緒でね。だから、それはもう昼休みを取り

なさいと言っても取れないわけですよ。ここはぜひフルタイムにして、やはりもう

ちょっと待遇を考えるべきじゃないかなと思います。 

 あと、もう一つです。 

 あと、産前・産後の休暇、育児休業、これは職員の場合は有給であるのかどうか。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 以前の本会議でもお答えいたしましたが、職員については有給であります。会計

年度職員については、無給ということであります。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 これ法律の条例規則ですので、そういった、いわゆるひな形みたいなのがあると

は思うんですが、これは天城町独自に有給にすることはできないのですか、給与あ

りに。これは、法的に何か難しいものですかね。 

○議長（武田 正光議員）   

 祷課長、大丈夫。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 そのあたりも一度精査をさせていただきたいと考えております。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 これは少子化対策、子育て支援という面からも、やはり休んでいいよと言われて

も給料がなかったら、半ば辞めなさいみたいなもんですからね。これじゃあ産前・

産後休暇も取れないし、育児休業も取れないと思うんですよ。やはり、これからは
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全部が全部、その何十名も正職にするわけにはいけないでしょうから、若い子もや

はりかなりいますので、独身の女の子なんかが来て結婚する、そういったときに子

宝が欲しいんだけど休みもないと、そういったことがないように、町長、これはど

うですか、考えてもらえませんかね。 

○町長（森田 弘光君）   

 お答えいたします。 

 これまで非常に筆耕職員という名前でなかなか処遇もあまりよくなかった、そう

いう中で会計年度職員ということで、基本的には同一労働、同一賃金という基本理

念の中で関わってきたかと思っております。そういう中で、始まったばかりであり

ますけど、今、議員から指摘のようなところ、いろんな始まった中で不具合ができ

たとか、そういったことについては、また、しっかりと、今、総務課長がお話のよ

うに、今度始まってきましたので、そこら辺の不具合を検証しながら、また、やっ

ぱり会計年度職員の身分をしっかりと確保するということからは大事なことかと思

いますので、できるところ、できないところもあるでしょうけども、できるところ

から先にやっていければと思います。 

○議長（武田 正光議員）   

 続いて、総務課長、祷君。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 先ほどの私の答弁を一部訂正をさせていただきたいと思います。 

 育児休暇の正規職員について、有給という答弁をいたしましたが、出どこが違い

まして、職員についても会計年度職員と同様無給であります。しかしながら、共済

組合のほうから、その分が補填されるということです。訂正をお願いいたします。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 分かりました。正規の職員は育児休業も給与は別のところから出るということで

すね、共済組合からね、分かりました。 

 やはり、そこら辺もそこから出ないんであれば役場が出していいもんであれば、

出せるもんであるなら出してほしいですね。そんなにたくさんいるわけじゃありま

せんから。天城町全体でまあ４０人ぐらい。そのうちの役場の職員は、本当、ほん

の一握りですのでね、そんなに財政的に負担のかかるものでもないし、ぜひ、でき

るもんであればやってもらいたいと思います。 

 次、教育委員会のほうに行きますが、その検定、これはもう順調に、スムーズに

いったんですかね。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えします。 
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 今年度につきまして、各学校で、先ほど、教育長先生のほうからも答弁ありまし

たけれども、７月から各学校で実施し、教育委員会としては１０月に英語検定を実

施し、１５名の受験者、受験をしていただきました。 

 これにつきましては、各学校へ募集等しておりますので、この人数に対して、人

数多い、少ない等、今後また検証して、教育委員会内でしっかりと協議をしていき

たいと思います。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 人数が多いか少ないかと言いましたが、何名で、それに対して、教育長でも課長

でも、多いという感覚なのか、少ないという感覚なのか、答弁をお願いします。 

○教育長（春 利正君）   

 お答えいたします。 

 今年初めての事業で、希望者対象にしておりましたので、人数の多い、少ないと

いう捉え方はちょっと難しいのかなと思って、押しなべて申し上げますと、７月、

１０月に実施した受験者、英検、漢検、それから数検含めまして４５名、これを児

童生徒数で割りますと約３７、８％という捉え方をしております。それで、この

パーセントをやはり５０％、半分ぐらい受けさせるような体制は、今後、取ってい

きたいと考えております。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 ていうことはね、そう言われると、また想定外の質問にも入りますがね、３７、

８％と言いますと、中学生３００名ぐらいいるんではないですか。分かりますか、

言わんとしていることが。中学生が３００名いる、３０％でも９０名じゃないです

か。１７、８％の間違いじゃないですかね。そういうと聞いている人が誤解を受け

ますので、３７かと、４割も受けているかということになりますけどね、４５名じ

ゃ、そうはならんわけですよ。４５名であれば１５％ぐらいか、３５、１５だから。

１５％ですよね。して、英語、漢字、数学、３つ持っているわけですからね。同じ

人が受けた可能性もある、それの半分ぐらいになる可能性もあるわけですよ。これ

の受ける子は、まあ大体、同じ子が受けていると見て間違いありませんからね。で、

これをまた３分の１で割らんといけませんから、英語、国語、数学。そういうこと

になると、１０％かそこら辺じゃないですか、実際に受けているのは。 

○教育長（春 利正君）   

 お答えいたします。 

 失礼しました。小学校の子供たちは、今回は受けていないという状況で、中学校

１年から中学３年生、それで高校生が１人受けている状況ですね。生徒１５５名で

すかね、その生徒の分で合計しますと６０名が受けているということで、そういう
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パーセンテージが出ております。失礼しました。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 科目が違って３回でやっているわけですよね、英語、漢字、数学。１回の受験者

数が２１、１９。学校別に見てですよ。天中が２１、北中が１９、西阿木名が３名

ですよね。先ほど言った４３ですよ。３回で４３ですので、これは多いか少ないか、

私は少ないと思いますよ、これじゃあ。１回で終わったら１５名じゃない。それで

あんまりやったやったじゃいけない、まあ、これはもう目に見えていることでした

のでね。申込みを取って希望者だけするんじゃなくて、ある程度は受けてみようか

と、受けるように仕向けないと、やる意味がないですよ、これじゃあ。こういうの

やっぱり、もうちょっとやり方を、教育委員会でやったと言っていますね。これは

どういった方法ですか、教育委員会で実施したというのは。募集、場所。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えします。 

 ２学期、１０月に実施しています。これにつきましては、各学校へ募集をいたし

まして、一括で教育委員会のほうで実施をしております。教育委員会主でですね。

今後も３学期にも予定はしております。（「教育委員会ではどこでした」と呼ぶ者

多し）済みません。場所が今回、天城中学校、すみません、私が今ちょっとメモが

ないんですけども、天城中学校で実施と思います。すみません、詳細は後ほど報告

します。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 その教育委員会で１０月に、これ１０月ですよね、２か月前ですよ。１５名ほど

受けている、そのうちの１１か１２が天中だ。天中でやったらこんなことになるん

だ。そこら辺の考え方も、こういうのに公正公平はないけど、ある程度考えてしな

いと。天中でやりますよと言ったら天中の子が来るのは当たり前ですよね。１５名

のうちの、たしか１１か１２、天中だったと思いますよ。私はまだ役場のどこかで

やって、天中の子が来たのかなと思っていました。こういったやり方も、ちょっと

まずいですよ。 

 でね、やはり最初から言っているように、ある程度は学校に任さないと、教育委

員会があんまり出たらいけないと思う。学校に任せて、前も言ったと思いますけど、

学校に任すためには、教育委員会、課長と教育長と学校の校長じゃなくて先生方と

の信頼関係がいる。「やってもらえませんか」と、「おお、あんたの頼みであれば

やるよ」と、こういった感じで学校が受けてくれるかどうかなんですよ。こういう

のは、成果が上がるか上がらないかは。普段からコミュニケーションを取っておか

ないと、そこに書類だけ投げてお金出しますからと言っても、本気で子供を集めま
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せんよ。お互いの子供のためですので、お互いがもうちょっと頑張らんと。やはり、

このやり方をもうちょっと変えてもらいたいと思います。 

 それと、お金の流れ、延べで５０名ぐらいが受けました。お金はどうなっていま

すか。支払いのほうは。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えします。 

 各受験していただいて受験料を負担していただいて、その後、領収書等をもって

補助するという形にしております。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 領収書をも持って、誰が領収書を持って来て、どこへ行って、どうしてお金の申

請をして、どこでお金を払っているのと、お金の流れを聞いている。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えします。 

 すみません。受験後に交付申請を役場のほうで教育委員会のほうで受付をして、

本人の口座のほうに振り込むような形を取っております。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 実施率は。５０何名のうちのいくら、もうお金払っているのは。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えします。 

 現在、９名の方が補助申請がありまして、交付をしております。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 課長ね、１０月で終わっているんだ。教育委員会の実施分までね。７月、９月、

１０月、１件だけ１１月がありますけど、ほとんど１０月で終わっている。延べで

５０何名、５７名ぐらいが受けている、そのうちの９件しかお金を払っていないと

いうのは、ちょっとまずいんじゃないですか。終わって２か月たっていますよ。こ

こら辺も工夫しなさいと言っている、初めから。学校のほうで取りまとめて、学校

のほうにお金を下ろして、学校の先生に頼んでお金を渡したほうがよっぽどうまく

いきますよと、試験自体もお金の流れも。これは来年度ぜひもう一回見直してもら

いたいと思います。 

 結構高い級も受けていますけど、まず、その高い級、準２級というの１０名ぐら

い、英語、漢字、数学で準２級というのを１０名ぐらいが受けています。この合格、

不合格はどうなっているのか。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えします。 
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 すみません、私の手持ち資料で、その受験自体で合格した、不合格という資料を

今、手元に持っておりません。実際に英検の準２級を受けられた方等、子供たちが

いることは把握していますけども、合否についてまでは把握しておりません。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 学校でいろいろ問題があったり、山海留学もある、忙しいのは分かりますよ。試

験をしたら、その自分がお金を出して試験を受けさせた、その結果ぐらいは把握し

てくださいよ。２か月もたっているのに。もう何をか言わんが。もうちょっとやり

方を考えて、あとのフォローまでちゃんと考えてやってもらいたいと思います。 

 次に、花いっぱい運動、もう簡単に言います。一律１０万円になっていますが、

私は、これは一律１０万円はちょっとまずいんじゃないかなと思う。例えば、まあ

例えたら悪いんですが、一番考えてみて距離の短いのは大津川ですよね。保育所の

前からはずれまで２００ｍありますかね。松西宝土から坂のてっぺんまでキロに近

い、浅間なんかもそうですね。そこも１０万、あっちも１０万じゃまずいんじゃな

いですか。 

○社会教育課長（和田 智磯君）   

 お答えいたします。 

 今年度６月より、この花いっぱい運動を実施しております。町民の皆様にたくさ

ん出ていただいて、まず、感謝しております。 

 この一律１０万円を初年度組んでいただきましたけれども、まず、道具等をそろ

えていただいたり、花を植えるための準備ということで、一律１０万円をしてあり

ます。ご指摘のとおり、距離等が関係しますので、まず、今、７か月が過ぎており

ます。各実績を頂いて、また検討していきたいと思います。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 うろで覚えていて申し訳ないんですが、道具役務費等と、そういうのは最小限に

抑えなさいというのもあるはずですよ。１０万円で道具を買いなさいだなんて言う

と、どこかに書いてありましたよ。なるべくそういうのは買うなと。そこらに花植

えるのに三つ刃買ったりとかスコップ買ったりとかせんでも、ほとんどの方が持っ

ているんではないですかね。そういうのあんまり言い訳にはなりませんよ。 

 で、これもお金の流れです。次とも連動しますよね。これはお金の流れはどうな

っています。集落に１０万、まあ集落かどこかに１０万来た、最初に６０万がある

のかな、協議会に６０万。で、南部、中央、西阿木名、４つだから、３０と集落ご

とに分かれていますが、そのお金の流れ、最初何百万かある、それがどこから流れ

て、さらに集落に流れる、どういった流れになっているのか。 

○社会教育課長（和田 智磯君）   
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 お答えいたします。 

 まず、推進地区協議会が北部、中部、南部、西阿木名地区というふうにあります。

まず、そちらのほうに各集落１０万円ずつお渡ししております。その中から話合い

をしていただいて、各集落のほうに１０万円ずつ支払われているかと思います。そ

の中で、その中で必要なものを、今、実績が少しずつ出てきているんですけれども、

女性団体、子供会だとかですね、一般の方々に花苗、お金ではないんですが、花苗

等を配ったりして作業をしていただいているところになります。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 ここら辺もですよね、たかが１０万、されど１０万ですので、お金の流れはしっ

かり把握して、実績を個々きっちり取って、その写真の中にも３つ、４つ写真のな

いのがありましたよ。そういうのをちゃんと取って、それと小さなこともきっちり

してもらわないと、これからいきますけど、あんまりよくないと思いますよ。 

 あと、「等」、このどこかに「等」、花いっぱい運動等の「等」に行きます、な

どに。校外生活指導連絡協議会がありますよね。年に何回か会合をもっているはず

です。この中に朝の時間の学習時間の確保についてというのがありますけど、これ

は取り決めでどうなっていますか。長期休業中でもいいです。 

○社会教育課長（和田 智磯君）   

 お答えいたします。 

 １０時までは外に出ないということだと思います。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 ある程度徹底されていると思いますか。 

○社会教育課長（和田 智磯君）   

 実際、夏休み、春休み等があるんですが、各学校の活動、こういったもので出て

いっているのが実際だと思われます。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 実態が分かっていたら、その学校を通して指導できないもんですか。１０時まで

はおうちにいなさいとなっている。これは普段もですよ。もう町長や私なんかは小

さな頃からかなり決まっている約束事なんですね。これは最近完全に薄れていると

思う。１０時までおうちにいて勉強しなさい。手伝いをしなさいというのが基本な

んですよ。全くもう、全くとまで言ったらいかんですけどね、ほとんど守られてい

ない。知らない人も多いと思う。こういうのもうちょっと徹底できませんか。 

○社会教育課長（和田 智磯君）   

 お答えいたします。 

 生活指導連絡協議会のほうに持ち帰りまして、このようなものが徹底できないか
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話合いをして、決定していきたいと考えております。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 今のところで最後ね、昨日ですかね、奥議員が学力の件を取り上げておりました。

経験上、中学生の学力が低いというのは決まっている。なぜか。押しなべてですよ、

全てとは言いませんよ。島の中学生は中学校に行ったら、まかり間違ったら小学校

よりも宅習時間が短くなる。鹿児島、亀津、あそこら学力の伸びる地区の子は中学

校に行ったら小学校の１．５倍か倍勉強する。当然でしょう。体が大きくなって頑

丈になるわけだから。その分、宅習時間が延びるのは当たり前ですけど、お互いの

子供も大島郡調べて、中学校に行ったら勉強時間がぐっと少なくなる、それで負け

る。そこら辺なんですよ、昔の人の想いは。１０時までは勉強しようやと、せめて。

だから、ここをいろんな面につながっていきますので、もうちょっとしっかりして

もらいたいと思います。 

 次、行きますね。 

 まず、町長に３月の定例会で私が一般質問をしております。その前に町長と、そ

のときの総務課の参事、あと関連職員の何名か町長とおふた方は１０％の２か月の

減給、あと訓告とかいろいろありました。これまでの処分について、内容、これの

対象となった事案の内容、町長でも総務課長でも、何々が対象でこうなったのか。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 令和２年度の処分でよろしいでしょうか。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 その前、３月の議会の前の。元年度分。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 元年度分全てですか。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 そのとき、の簡単でいいよ。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 １月の懲戒処分審査委員会の件ですか。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 はい。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 はい、分かりました。 

 それでは、お答えいたします。 

 今年１月１０日に天城町職員懲戒処分等審査委員会を行っております。５名、こ

の処分を受けておりますが、まず、１月２７日懲戒処分減給で……。（「どういう
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事案で」と呼ぶ者多し） 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 そうそう。（「どういう何でやったかということですよね」と呼ぶ者多し） 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 失礼いたしました。 

 事案については、天城町防災センター未竣工工事に係る件が１件、もう１件は天

城町教育委員会備品マリンジェットに係る件であります。この２件について審査委

員会を行っております。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 その前に、これをそっちから書かれておられたあれですので、前回、その前に

１１月２５日というのもありますが、これも簡単にでいいです、全部一緒ですので。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 １１月２５日、対象者が職員４名います。これにつきましては、新規採用職員研

修会へ出席予定でありましたが、事情がありまして不参加、事情というのは小さな

お子さんを同行させておりましたが、急遽具合が悪くなったということで、行政担

当のほうに連絡を入れた上で欠席届を出しております。これに関連しまして、精算

がかなり遅れた点で関係職員４名が処分の対象となっております。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 今の件ですね、旅費の返納、マリンジェット、あと防災センター、その他にも

４件ほど、議会提出の議案の差し替えもあります。厳重注意とか訓告ですね。こう

いったもろもろの件で、町長が１０％の２か月、今までで重い処分だと重く受け止

めるということでした。私は軽過ぎるんじゃないのと、事案の数からしてもね。

１年間、こんだけたまりにたまって、最後、そういう具合になったわけですから、

私は軽いと、３月の時点はそれで終わっております。 

 ここまでは、今までの処分ですね、こういったことがありましたよということで

すね。 

 今度、決算が不認定になりました。この理由は、不認定になった主な理由、これ

も総務課長でいいのかな。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 さきの９月定例議会におきまして、昨年度の一般会計歳入歳出決算書のほうが不

認定になりました。その主な要因としましては、山猪工房による公金等の不適切な

取扱い、また、事務処理でございます。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 これは、私たちが分からないとこで結構根の深い問題があったわけですよね。
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３０年、もう２年前ですよね、このころにも一度問題が起きております。このとき

は、経営が役場ではないわけですね、まだ。だけど役場が深く関与している。この

ときの、３０年の６月から８月にかけての不祥事といいますか、事件といいますか、

事案について、前課長でも、今の課長でも把握しているぶん、お願いします。 

○議長（武田 正光議員）   

 山田課長、大丈夫。山田課長。 

○農政課長（山田 悦和君）   

 お答えいたします。 

 平成３０年の６月から９月までということでございます。売上金のほうが不足を

しておりまして、売上金を当時の筆耕職員のほうから役場のほうに持参をしていた

だいております。で、８月に課長、筆耕職員、担当職員、あと議員のほうで話合い

を行い、今後こういったことがないようにということで誓約書を頂いております。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 これですね、この時点で、誓約書を、私が聞いたら、誓約書に宛名がないと言っ

ている。この誓約書は誰に宛てて出したものですか。 

○農政課長（山田 悦和君）   

 お答えいたします。 

 誓約書には、今、言われたように、宛名のほうがございません。当時、その話合

いの中で４名で話合いを行い、そこで誓約書を出したということで認識しておりま

す。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 ここに、あなた方の報告書の中に有害鳥獣被害防止対策協議会という名前が出て

くる。これの会長は誰ですか。 

○農政課長（山田 悦和君）   

 お答えいたします。 

 天城町長でございます。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 これはそうなると、町長という身分があってやったのかどうか分かりませんが、

当然町長に対して宛名が、宛名が書くもんであればね、その当時の運営がここでし

ょう、違いますか。 

○農政課長（山田 悦和君）   

 宛名のほうが入っておりませんが、そういったことになるかと思います。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 これは、この時点で問題はここからなんですよ。この時点であなた方は町長にち
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ゃんと報告しましたか、これを。当時の会長でも、こういったことになっています

けど、誓約書が入ってきましたと。で、議員が連名で出してきたと、どうしましょ

うかということで、ここで町長にちゃんとお話をしましたかということです。これ、

前課長です。 

○企画財政課長（福 健吉郎君）   

 お答えいたします。 

 先ほどの事案については、農政課長のお答えのとおりでございます。そういう中

で、８月３１日に、そのような、その当事者含めて４名で話合いを持ったところで、

そのような誓約書を書いていただいたところであります。当然ながら、事案が事案

ですので、口頭ではございますが、当時の町長に報告はいたしております。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 分かりました。 

 これは、協議会ということになっているので、会長である町長が知っているかど

うかというのが気になって聞いたわけです。 

 対策協議会というのは、条例には見えないんですね。支援隊とか何とかになって

いますよね。今度補正にもお金出てきますけど。 

 で、３１年４月１日ですね。令和に変わるころから農政課がやるようになってい

るわけですよね。これは間違いないですか。 

○企画財政課長（福 健吉郎君）   

 お答えいたします。 

 開所当初から、協議会の運営ということで走っておりましたが、一部、その賃金

についてとか、一部一般会計の中で運営していたのもございました。そういう中で、

非常に分かりにくいとか、やりづらいというのがありまして、当時、令和元年の

４月から、町で直接に運営したいという思いで一般会計としたところでございます。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 その後、何となくやっていたのか、１２月の４日から２７日の間に、報告書です

からね、この前にも何かあったかも分かりませんよ。そちらから出てきた報告書で

は、１２月４日から１２月２７日、同じ職員が退職するまで、非常に慌ただしい動

きになっている。ここをかいつまんで説明と、なぜ農政課で、そこまで、そうなる

まで把握できなかったのか。ここを答えられる範囲内でお願いします。 

○企画財政課長（福 健吉郎君）   

 お答えいたします。 

 当時、その最初の事案というか、発生したのが、平成３０年の８月でございまし

た。その後、誓約書等頂きまして、継続して働いていただいていたところでござい
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ます。その後、一般会計での取扱いということでありまして、基本的には毎日金庫

で現金をその分、町に持ってきて会計のほうに預けてということを繰り返しており

ました。そういう中で、気づかなかったというか、その次の発覚したのが、令和元

年の１２月４日ということでございます。その間、担当職員のほうもなかなか気づ

かなかったということと、また、その元年の１２月４日以降、ちょっといろいろ向

こうを精査しまして、領収書等を調べましたら、そういった、不適切な領収書だっ

たり、いろんな、現金が不足しているんじゃないかなというのがありまして、その

後、慌ただしくではございますが、１２月５日とか、また向こうの現場のほうで、

その担当してた筆耕職員のほうにも聞き取り等をするために伺ったところでありま

すが、そうしているうちにその方も入院等もありまして、その後、本人と話をして

聞き取り調査をした結果、現金が不足しているということを認めたということであ

りましたので、１２月の末をもって解職という形になりました。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 これは町長も、もちろん、役場が直営ですので、町長もご存じなわけですよね。 

 町長、これ、事案が発生したのが去年の１２月。決算の不認定が９月。で、審査

委員会を持ったのが１０月２日。で、課長とかそこら辺がそれなりの処分を受けた

のが１０月９日、ちょうど２か月前です。 

 この間、えらい、日にちがたっているんですが、令和元年の１２月２７日から令

和２年の１０月まで。この間で、課長も町長も、これ、決算書の不認定がなかった

ら、このまま黙っているつもりだったんですか。 

 一番の問題はここなんです。今までの対応が甘いと。ここでぴしっと一本、ねじ

を巻くべきときだったと思うんです。その前にもです。だから、いつまでもだらだ

らしているもんだから、こういうのが次々、まあ次々とまでは言いませんが、こう

いった事案が出てきた。 

 この１年間、去年の１２月から１０月の処分まで、１年間、時間のずれがあるの

はどうしてですか。これはもう、町長の思いつくままでいいです。お願いします。 

○町長（森田 弘光君）   

 お答えいたします。 

 誓約書云々というお話がありました。平成３０年ですか。この間、私はまた役場

を辞めていた時期でありまして、そして年越えて４月の１日に、その職員を更新し

たいということでした。いろんな話を伺っていましたので、４月１日は年度初めと

いうことで、４月１日付の更新辞令なんですけど、お会いすることはできませんで

したので、翌日の４月２日に直接本人を呼んで、そこで私は辞令を渡したかと思っ

ております。そしてその中で、会計管理というものについて、そしてまた、４月か
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らは役場にいろんな運営を移るということを伺いましたので、２日の日に、その方

と、また担当課長、また担当職員を呼んで、その目の前で辞令を渡して更新すると。

そして、いろんなお話も聞くけど、会計管理、公金というものの大事さということ

を、しっかり私はそこで、訓示といいますか、伝えたというところであります。 

 そしてその後、特に私のほうには連絡もなく、うまくいっているものかというふ

うに思ってました。 

 そして、その年の１２月に、また少し会計のつじつまが合わないということでし

た。そこで、確認して、また確認できるところで現金も返納していただいて、その

上で、申し訳ないけどということで、解雇通知を出したということであります。 

 そこで、職員に対してしっかり管理しろということで、注意はしたんですけども、

正式な懲戒処分委員会というものにかけなかったということについては、私の認識

が少し甘かったかなというふうに、私は考えております。 

 そして、今回、決算の不認定ということになりまして、いろんなとこ、条例、そ

してまた指針等に基づいて処分させていただきました。 

 遅れたということについては、また町長としての対応が甘かったということにつ

いては、申し訳ないと思っております。 

○議長（武田 正光議員）   

 １２時になりますけれども、松山議員の持ち時間があと１１分。これ、継続して

続けていいですか。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 お願いします。午前中で終わります。もう少しで終わります。 

 時間にもなりましたので、はしょって行きたいと思います。 

 町長、これ、町長が３月、１月、減給をしたときに、これもう、その直前の

１２月にお辞めになっているわけですので、町長、これ、把握しているわけだ、も

ちろん。 

 今までの、ここには、先ほど最初の、聞いたのは、議案の差し替えが３件、決済

をもらわんで出張に行った職員もいる、旅費の返納があった、防災センターの公文

書の偽造もあった、虚偽答弁もあった。これに対するもの、１０％ある。私はこれ

は入っていないと思っています。町長がその責任を取ったうちには。これも、その

元年から、元年の４月から１２月までは役場の職員でありますので、一応。これも、

今からでも遅くはない。町長自体も、もうちょっと重い責任を負うべきだと思って

いる。 

 もう一つ行きます。見てびっくりしましたが、令和２年の懲戒処分てのが、また

出てきた。まさかとは思っていたんですが、この中で、時間もありませんので、一
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つだけ、こんなことがあるのかというのがあります。 

 個人でありますが、町の議会議員の方、２６年の１２月１７日にお亡くなりにな

った。その年の１２月に、叙勲の上申をした。その後、上申が送致されたとなって

いる。これがいつなのか。 

 叙勲は決まったの。分からんですかね。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 平成２６年１２月１７日にご逝去されました元本町の議会議員の方、この方のご

功績による死亡叙勲伝達がございましたが、当時、担当する職員、平成２６年

１２月２２日に鹿児島県を通じて叙勲の上申を行っております。その後、叙勲のほ

うが送致されたわけですが、そのご遺族に速やかな伝達がなされておりませんでし

た。ですので、その伝達業務を怠ったという事例が発覚し、処分をいたしておりま

す。４月１６日に処分を行っております。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 課長、私が問題にしているのは、いつ決定されてその叙勲が来たのか。いつ。

２６年の１２月でしょ。処分をしたのは今でしょ。６年後ですよ、処分自体が。だ

からこれが、２７年だから、多分。いつ頃、役場に伝達が来たのか。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 そう時間を要するものではないと感じておりますが、正確に本町に送致された日

については、また後ほどお答えしたいと思います。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 これは、ご遺族の方に伝達したのはいつですか。処分が最近ですから、ひょっと

したら最近じゃないですか。 

○議長（武田 正光議員）   

 松山議員、ちょっと待ってね。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 もういいです。はい。議長、行きましょう。 

 これ、処分が４月ですので、ひょっとしたら今年になって渡した可能性もある。

考えられます。これ、２７年の早めに来たとしたら、２７、２８、２９、３０、

１まで、５年以上たって渡した可能性がある。これ、絶対あってはならないことじ

ゃないですか。個人の名誉とかそういった尊厳ですかね。無礼も甚だしいよ、これ

は。こういうのがある。 

 その後もありますよ。くらしと税務課。２９年４月１日から令和２年３月３１日

まで、税務処理の取扱いの不備により訓告。 

 その次、農政課。２９年４月１日から令和２年３月３１日まで、事務の不適切な
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事務処理があり、公務運営に重大な影響を与えた。戒告。で、あとは、その監督の

課長が処分されている。 

 今年に入ってもこういったのが３件出ているんですよね、町長。ここら辺をもう

ちょっと、何と言いましょうか、大久町長よりはかなり厳しいけど、人のいいとい

うのも考えものでありまして、やはり律すべきところは律していかないと。令和

２年になってもこういうのが入ってる。こんな、職員なんか訓告くらいで済む問題

じゃないと思うよ。本人のお宅行って、当時の総務課長とか、そこら行って謝罪し

ましたかね、ちゃんと。この勲章伝達。それと、今からでも遅くはないと思います

よ。町長。 

○町長（森田 弘光君）   

 お答えいたします。 

 まさしく議員のおっしゃるとおりで、これまでその方が一生懸命努力してきたご

功績、そういったものに対して、私たちが結果としてないがしろにしてしまったと

いうことに対して、こう謝っても謝り切れないという気持ちで、ご家族の方々には、

私のほうからおわび申し上げました。そして、大変申し訳ないですということで、

改めて伝達をさせていただきたいということで、今年に入ってからです、伝達をさ

せていただきました。それについては、ご家族の方々も、何というんですかね、非

常に、私たちにこう、本当だったら怒るに怒っても、私たちは返答のしようがない

んですけれども、特に叱責とかもされることもなく、伝達することができました。

改めてまたおわびを申し上げたいというふうに思っております。 

 あとは、やはりその、職員の事務の遅れとか、そういったのが出てまいりました。

そこはいつも横の連携を取りましょう、そして事務が遅れているところはどうです

かということは、私は定期的にそういう課長会、また職員の全体朝礼の中でもチー

ムワークでやりましょうということを話をしてきました。そこの中で、やはりその

課の課長がしっかりと事務を持ってって、そして実績報告の遅れ、また特に町民の

方々、窓口になっている課については、町民に迷惑をかけてないかということは、

やっぱり課長のみんなが心配りをするということが大事かと私は常々申してきたと

ころであります。このようなところで、町民の方々に迷惑をかけたということで、

申し訳なくなっておりますが、そういう処分ということをさせていただきました。

今後このようなことがないよう、また、本当に気を引き締めてやりたいということ

であります。町民の皆さん方には、いろんな形でご迷惑かけたことをおわびしたい

と思います。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 この件につきましては、元議員の方、長年にわたるご功績による勲章であります
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ので、その伝達が、もう本当に考えられないような期間、お手元に届いていないと

いうことで、本当に大変申し訳なく感じております。この叙勲のほう、発見した後、

速やかにご遺族の方、息子さんのほうにご連絡をさせていただきました。息子さん

のほうからは、奥様、お母さんが、その当時、島外に、鹿児島のほうにいらっしゃ

いましたので、ぜひお母さんが帰っていらしたときにお渡ししていただきたいとい

うことがありまして、４月３日、金曜日の午後１時に、元議員の奥様とその息子さ

んのほうに、町長、私含めて深く謝罪をした上でお渡しをしたということでありま

す。 

 今後、こういうことはあってはならないものと考えておりますし、その方のこれ

までのご功績に泥を塗るような行為であるとも感じております。しっかりと受け止

めながら、我々も、課長一同、各課の指導をしっかりしていきたいと考えておりま

す。申し訳ありませんでした。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 総務課長に、そう平に謝られても困るんですが。今の総務課長の名誉のために言

っときますと、この当時の総務課長は兼久の方です。人当たりはいいし、私ももう

ちょっとできるのかなと思って期待をしていたんですが。やはり今の総務課長では

ありません。どの時点で気がつくべきだったかは、次の総務課長か前の総務課長で

す。その、前の総務課長の時代の話であります。 

 一つ、お互いは天城町民の職員であると。役場の不祥事は天城町全体の不祥事だ

と。こういった心構えを持って、日々精励されてほしいと思います。いいところも

いっぱいありますよ。台風に対する対応、コロナに対する対応、あの松原の宝土あ

たりの木を景観の整備きれいにしてあります。いいところもありますけど、こうい

った足を引っ張るような、内部で足を引っ張るような事案があると半減します。や

はり内も大事、外も大事ですので、ぜひ気を引き締めてがんばってもらいたいと思

います。 

 最後、やぼったい話になりましたが、ご容赦願いまして一般質問を終わります。 

 時間を超過しました。ご苦労さまでした。 

○議長（武田 正光議員）   

 以上で、松山善太郎君の一般質問を終わります。 

 午後は１時半から開会することにします。 

休憩 午後 ０時１３分 

──────────── 

再開 午後 １時３０分 

○議長（武田 正光議員）   
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 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

△ 日程第２ 議案第９７号 天城町総合振興計画策定条例の制定について 

 

○議長（武田 正光議員）   

 日程第２、議案第９７号、天城町総合振興計画策定条例の制定についてを議題と

します。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

○町長（森田 弘光君）   

 それでは、議案第９７号、天城町総合振興計画策定条例の制定について、提案理

由のご説明を申し上げます。 

 内容につきましては、平成２３年の地方自治法改正に伴い、「基本構想」の策定

義務づけが廃止されましたが、今後、継続して総合振興計画を策定するに当たり、

執行部と議会がともに新たな理念の下、町の発展を目指し、事業推進を図ることを

目的に条例の制定を行うものでございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（武田 正光議員）   

 これより質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから議案第９７号、天城町総合振興計画策定条例の制定について採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

     △ 日程第３ 議案第９８号 天城町徳之島ダム小水力発電特別会計条例の

制定について   
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○議長（武田 正光議員）   

 日程第３、議案第９８号、天城町徳之島ダム小水力発電特別会計条例の制定につ

いてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

○町長（森田 弘光君）   

 議案第９８号、天城町徳之島ダム小水力発電特別会計条例の制定について、提案

理由のご説明を申し上げます。 

 内容につきましては、徳之島ダムの維持管理、小水力発電事業の円滑な運営と経

理の適正を図るため、条例の制定を行うものでございます。 

 ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（武田 正光議員）   

 これより質疑を行います。 

○７番（久田 高志議員）   

 まず１点確認したいと思います。徳之島ダム小水力発電の特別会計と徳之島用水

土地改良区の予算の関係、例えば、売電収入とかどういう絡みがあるのかちょっと

説明していただきたいと思います。 

○農地整備課長（大久 明浩君）   

 お答えいたします。 

 この小水力発電売電収入なんですが、これについて今現在、基幹水利事業を農地

整備課のほうで実施しているわけですが、この基幹水利小水力については、調整池

までの北部調整池、南部調整池までのダム管理と全てをうちの農地整備課のほうで

管理をしている関係上、その中での費用を負担するという形になります。ですから

電気代とかはこの小水力の中、また基幹水利事業の中で賄っていくということにな

ります。 

○７番（久田 高志議員）   

 その予算の出し入れはもう直接基幹水利の中に入っている北部・南部の調整池で

すか、そこまでの管理と電気代の運営という認識でよろしいわけですか、その電気

代、小水力で発電した部分から調整池までの電気代を負担しているという認識でよ

ろしいですか。 

○農地整備課長（大久 明浩君）   

 で、よろしいと思います。 

○７番（久田 高志議員）   

 土地改良区とはもう全く別物だという見方でよろしいですか。 

○農地整備課長（大久 明浩君）   
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 土地改良区のほうについては調整池から末端のほうまでの管理となります。 

○７番（久田 高志議員）   

 この特別会計と土地改良区は全く別という認識でよろしいわけですか。あのちょ

っと気になるのが土地改良区の職員の流れなんですけど、いつの間にか職員採用さ

れて、本来であれば約束があったのかどうかわからないですけれども、当初徳之島

町の方がされておりました。徳之島町の方が５年、伊仙町の方が次５年したら恐ら

く天城町側に来るのかなという認識をしておりましたけれども、どうもそうでもな

いような話が聞こえてきましたのですみ分けがちゃんとできているのか、確認をし

たかったということがまず１点。あと条例の第３条にうたわれている弾力条項、非

常に気になるので調べてみました。この地方自治法第２１８条の４項の内容を大ま

かにいうとですね、ない予算でも支出はしていいようなそういう解釈が取れます。

要は予算が足りない場合でも執行は構わない、弾力条項もう少しかみ砕いて言いま

すと、発電事業ですので、発電量が増えてイコール予算が増えるわけです。そうす

ることによって、今度歳出する予算も増やしていいですよというふうな解釈ができ

ます。この条項を今ここで認めてしまうとこの予算の出し入れには、どこの承認も

要らないと、もう自由ですよという解釈も取れるんですが、ちょっと気になります。

ある程度やはりこれ他２町からも予算措置をいただいていると思いますので、その

辺の条項ですね、何かちょっと怖いですね。お金が余ったらいくら使ってもいいで

すよというふうな解釈がとれるんですけどその辺はいかがでしょうか。 

○農地整備課長（大久 明浩君）   

 地方自治法の中の２１８条の４項の注意書きのところなんですが、弾力条項の注

意として書いてあるのが、必要経費に不足が生じたとき、予算を補正しないで収入

が増加した分を使用することができる規定で弾力条項と言われているものであると

いう、書き方をしているんですが、あくまでも私の考えとしては補正予算、予算審

議があるわけですから、その予算審議の中で収入を増にする、歳出の増にするとい

う流れが本当であると思います。予算審議が終わった後すぐに歳出予算を使用しな

いといけない状況が出たとき、そのときに歳入がその分あれば使えますよ、予算審

議はしなくても使えますよという捉え方をすると、簡単にこの条項が適用されるも

のではないのかなと、この中でもし使用する際には、弾力条項適用精算調書なるも

のを作成しないといけないようです。作成をした段階で全員協議会等をもって議会

のほうには伝えて、予算審議はないんですがこういう予算を使わないといけないと、

こういうところはしっかりと伝えていければいいのかなと思っております。 

○７番（久田 高志議員）   

 そのような形であればですね、一応議事録にちょっと残しておきたいという目的
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も込めて質問しているところでございます。以前の発電機の故障の経緯がございま

す。例えば弾力条項の中、予算もない何もない、だけれども壊れました、修理しな

いといけない、言われるがままにそのまま出していれば数千万だったわけです。数

千万の金を出して後からないから３町から特別会計に繰り入れをしてくれという話

が起きやしないかというところ、非常に警戒しているわけでございます。それにつ

いてそういうことがないという確認と、弾力条項はある程度やはりその限度額とか、

幾らぐらいまでがいいですよとか、その辺も決めていくべきじゃないのかなという

認識もあるのですがいかがでしょうか。 

○農地整備課長（大久 明浩君）   

 お答えいたします。 

 この弾力条項なんですが、歳出額に対して収入額の増加した分の使用となってお

りますので、増加した分というのは四半期ごとに歳入のほうを決め歳出のほうを決

めていきます。１四半期のときに何らかの支出が出たときには収入としてある程度

の確定された金額があって、その中でオーバーしている分についてをまずやるんで

すが、予算の審議が近いうちにあれば、そこに補正としてあげればいい話で、あと

はそれがもし補正が終わった後すぐにそういうことがあるんであれば、１四半期な

のか２四半期なのかで確定した収入額の増額分のみを全員協議会の中で説明をして

使わせてもらうと。それに足りないものについては、また補正予算等の中でしっか

りと協議をしていく必要があるのかなと思っております。 

○７番（久田 高志議員）   

 最終の確認です。要は当初の予算額から収入、売電額が増えた場合をもし使う場

合にはしっかりと全員協議会開いたりとかそういう説明をしてから活用するという

認識で間違いないですね。使った後にということはないですね、そこだけ確認しま

す。 

○農地整備課長（大久 明浩君）   

 お答えいたします。 

 そのとおりです。これについては、私も小水力が止まったときに、そういう状態

に陥っておりますので全員協議会の中でちゃんと審議をしてやっていきたいと思っ

ております。 

○議長（武田 正光議員）   

 よろしいですか、久田議員。 

 吉村議員。 

○３番（吉村 元光議員）   

 一つだけお尋ねをします。ダムにつきましては三ヵ町の共有財産というふうに思
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っているんですけれども、このタイトルに「天城町」とついているのは何かあるん

ですかと、普通であれば徳之島ダム小水力発電特別会計条例の制定となるかと思う

んですがどうでしょうか。 

○農地整備課長（大久 明浩君）   

 お答えいたします。 

 このダムの管理については３町の中で天城町のほうが管理を委託されております

ので、天城町のほうで管理ということになります。 

○議長（武田 正光議員）   

 よろしいですか。ほかに、松山議員。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 久田議員が話した分が気になっていたんですが、勝手には使えないよと。しかし

今、大久課長のように正直で真面目な人ばかりじゃありませんからね、勝手に使う

かもわからんでしょ、そんなこと言っても、電気ですからね、目に見えないから。

百万円あるって言ったらある、１千万円あると言ったらある、ないのをあると言っ

て使うことも可能じゃないですか、そこら辺の歯止めをしっかりこのもうちょっと

こんなに簡単にじゃなくて、どこからどこまでが経費でどこからどこまでがなんで

すよと、これは職員の給料もこの中に入るのかな、職員の給料も特別会計に、であ

れば、これを見たときに一般会計繰入金というのが、徳之島町及び伊仙町負担金を

含むと、これは当然じゃないですか。これはわざわざ負担金を含むじゃなくても一

般会計の繰入金でも気になりますよ。こうなると、必ず繰入金があるようなものに

見えますが、あそこはあの特別会計をつくったときに自前で運転できないんですか。 

○農地整備課長（大久 明浩君）   

 お答えいたします。 

 現時点では負担金は給料のほうも負担をしている関係上２町のほうからも頂いて

おります。同額１００万円ずつの３００万を今１００万ずつもらっているわけです

が、この中から給料等が出されているところです。実際に売電収入としてやってい

る内容としては、基金積立、将来的に更新が行われるわけですので、更新が行われ

るときの基金積立、あとは渇水時、干ばつが続いたときの費用として積立を実施し

ているところです。積立のほうが主になってくるわけですが、その中で電気代、事

務を行っている者の給与また賃金等を出しているところであります。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 これをつくるメリットはなんですか、ぜひこうつくらないといかんもんですか、

今のやり方じゃまずいですか。 

○農地整備課長（大久 明浩君）   
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 営利を目的とした施設となります。一般会計の中には基幹水利事業、補助金を国

から頂いての事業も中には入っておりまして、３年前から小水力の売電収入と基幹

水利事業の事業とは一般会計の中では一緒にしてしまうと、区別をつけたほうがい

いですよというのは、ずっと言われておりまして、今回営利を目的とした売電関係

の分については特別会計にしたほうがいいのではないかということで、今回上げさ

せていただきました。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 このダムを造ったのに伴ってできたものであって、営利を目的とするという考え

方はおかしいんじゃないですかね。水道もそう言われるとそうですけど、水道は必

ずしも営利を目的としてないわけですよね。小さい話になりますけど、じゃあ岡前

小学校の電気が売電が営利を目的としているかという話にもなりますよ。今言った

のはちょっと説明としてはおかしいと思いますよ。営利を目的として造ったものじ

ゃないわけですから、初めから。結果的にそうなるにしてもよ、そうなると岡前小

学校も、張本課長の水道も、営利を目的としている、多分私は営利じゃなくて

９９％は公共性のあるものと思っていますけどね、やはりそこら辺のやり方を誰が

したほうがいいと言っているかわかりませんが、簡単に乗るなみたいなもんでね。

運用を慎重に課長も替わりますし担当も替わりますから、やはりここら辺を運用を

慎重にしてもらいたいですね。何となく悪い言葉で言えばうさんくさいということ

です。 

○議長（武田 正光議員）   

 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 質疑なしと認めます。これから討論を行います。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから議案第９８号、天城町徳之島ダム小水力発電特別会計条例の制定につい

て採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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     △ 日程第４ 議案第９９号 天城町上名道森林公園の設置及び管理に関す

る条例の制定について   

 

○議長（武田 正光議員）   

 日程第４、議案第９９号、天城町上名道森林公園の設置及び管理に関する条例の

制定についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（森田 弘光君）   

 議案第９９号、天城町上名道森林公園の設置及び管理に関する条例の制定につい

て、提案理由のご説明を申し上げます。 

 内容につきましては、天城町上名道森林公園の整備に伴い、設置及び管理につい

て必要な事項を定めるため、条例の制定を行うものでございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（武田 正光議員）   

 これより質疑を行います。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 これは担当は商工水観光課ですかね。第３条を見ていただきたいと思います。

「第３条、１項の１号、次の各号に掲げる用語の意義は」というのがあります。そ

こに用語がないような気がするんですが、違いますかね。 

○商工水産観光課長（中 秀樹君）   

 お答えいたします。 

 この条例につきましては、令和元年度整備をさせていただきました園地整備で、

今回制定をさせていただきたく提案させていただいております。この条例について、

次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ各号に定めるところによるということで、

用語の意義というのは、はい、抜けているような。 

 我々といたしましてはこの森林公園ですね、令和元年度に整備をさせていただい

た上名道森林公園の園地整備をした区域のことを管理条例としてうたってあります。 

 すいません。元年度に森林公園を整備した場所になります。 

○議長（武田 正光議員）   

 質問の内容わかっていますか。 

○商工水産観光課長（中 秀樹君）   

 すいません。確認をさせていただきたいと思います。 

○議長（武田 正光議員）   

 しばらく休憩します。 
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休憩 午後 １時５２分   

──────────── 

再開 午後 １時５４分 

○議長（武田 正光議員）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。商工水産観光課長中君、答弁。 

○商工水産観光課長（中 秀樹君）   

 大変失礼いたしました。用語の意義ということで、上名道森林公園のことです。     

○議長（武田 正光議員）   

 よろしいですか。松山議員。 

○商工水産観光課長（中 秀樹君）   

 はい、すいません。大丈夫ですか。また差し替えて、精査して行いたいと思いま

す。大変申し訳ございません。 

○議長（武田 正光議員）   

 よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。 

 （「質疑なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 （「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから議案第９９号、天城町上名道森林公園の設置及び管理に関する条例の制

定について採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

     △ 日程第５ 議案第１００号 小出義雄メモリアル天城クロスカントリー

パークの設置及び管理に関する条例の制定

について   

 

○議長（武田 正光議員）   

 日程第５、議案第１００号、小出義雄メモリアル天城クロスカントリパークの設
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置及び管理に関する条例の制定についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（森田 弘光君）   

 議案第１００号、小出義雄メモリアル天城クロスカントリーパークの設置及び管

理に関する条例の制定について提案理由のご説明を申し上げます。 

 内容につきましては、天城クロスカントリーパークの名称を小出義雄メモリアル

天城クロスカントリーパークに変更し、設置及び管理について必要な事項を定める

ため、条例の制定を行おうとするものでございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（武田 正光議員）   

 これより質疑を行います。 

○７番（久田 高志議員）   

 特に質疑というよりか、ちょっと気になりました。 

 第２条の２、クロスカントリーパークの名称また位置は、次のとおりにすると。 

 この位置が、こんなにいっぱい字筆数を載せないといけないものなのか、でき得

ればある程度、代表の位置図をつけるとか、位置を代表にして、あとは測量もして

あるはずなんで合筆するとか、もう少しスリムな感じがいいんじゃないのかなと思

ったところです。 

○商工水産観光課長（中 秀樹君）   

 お答えいたします。 

 名称ですね。小出義雄メモリアル天城クロスカントリーパークで、位置について

は、クロスカントリーパークとして町が購入した土地をそのまま全て載せてある状

態になっておりますので、精査できるところがあればちょっと何か、検討していき

たいと思っております。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 ついでで悪いんですが、今のところです。 

 できれば、例えば一番最初に５６７の２というのが来てますね。途中に５６７の

２というのまたあります、１もね。その前に５７４というのもある。 

 できれば、こういうのは順番よく、多分その土地の字図には順番よく並んでいる

はずですので、やっぱり見やすいように順序よく並べて、どういったことでこうい

う具合にばらばらに書いたか分かりませんが。今言ったようにできれば図でも付け

てこんな形ですよと分かるようにとか、こういうのを載せるときは、できれば順序

よく並べてね。お願いします。 

○商工水産観光課長（中 秀樹君）   
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 ご提言ありがとうございます。 

 こちらのほうで多分これを見たとき、資料等を多分、用地買収をしたその流れで、

そのまま用地を記載させていただいておりますので、もう一回精査をこの位置につ

いてはさせていただきたいと思います。ご提言ありがとうございます。 

○議長（武田 正光議員）   

 よろしいですか、ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから議案第１００号、小出義雄メモリアル天城クロスカントリーパークの設

置及び管理に関する条例の制定について採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 異議なしと認めます。 

 

     △ 日程第６ 議案第１０１号 天城町平土野地域活性化推進審議会設置条

例の一部を改正する条例について   

 

○議長（武田 正光議員）   

 日程第６、議案第１０１号、天城町平土野地域活性化推進審議会設置条例の一部

を改正する条例についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（森田 弘光君）   

 議案第１０１号、天城町平土野地域活性化推進審議会設置条例の一部を改正する

条例について、提案理由のご説明を申し上げます。 

 内容につきましては、組織・機構の再編に伴い、課名の変更により一部改正を行

うものでございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（武田 正光議員）   
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 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 質疑なしと認めます。  

 これより討論を行います。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから議案第１０１号、天城町平土野地域活性化推進審議会設置条例の一部を

改正する条例について採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

     △ 日程第７ 議案第１０２号 天城町職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例について 

 

○議長（武田 正光議員）   

 日程第７、議案第１０２号、天城町職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例について、議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（森田 弘光君）   

 議案第１０２号、天城町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、

その提案理由のご説明を申し上げます。 

 級別職務分類表の文言の削除に伴い、一部改正を行うものでございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（武田 正光議員）   

 これより質疑を行います。 

（「質疑なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 
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○議長（武田 正光議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから議案第１０２号、天城町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

について採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

     △ 日程第８ 議案第１０３号 天城町乳幼児医療費の助成に関する条例の

一部を改正する条例について 

 

○議長（武田 正光議員）   

 日程第８、議案第１０３号、天城町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改

正する条例についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（森田 弘光君）   

 議案第１０３号、天城町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

について、提案理由のご説明を申し上げます。 

 内容につきましては、鹿児島県の乳幼児医療費助成条例の改正に伴い、現物給付

方式（窓口負担なし）の対象が住民税非課税世帯の未就学児から高校生まで拡充と

なり、名称も含めその一部改正を行うものでございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（武田 正光議員）   

 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから議案第１０３号、天城町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正

する条例について採決します。 
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 お諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

     △ 日程第９ 議案第１０４号 天城町出産祝金支給条例の一部を改正する

条例について 

 

○議長（武田 正光議員）   

 日程第９、議案第１０４号、天城町出産祝金支給条例の一部を改正する条例につ

いてを議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（森田 弘光君）   

 議案第１０４号、天城町出産祝金支給条例の一部を改正する条例について、その

提案理由のご説明を申し上げます。 

 内容につきましては、出産祝金の支給の額について、限度額を設けず、少子化対

策・子育て支援の推進に伴う、一部改正を行うものでございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（武田 正光議員）   

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから議案第１０４号、天城町出産祝金支給条例の一部を改正する条例につい

て、採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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     △ 日程第１０ 議案第１０５号 与名間海浜公園バンガローの設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

 

○議長（武田 正光議員）   

 日程第１０、議案第１０５号、与名間海浜公園バンガローの設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（森田 弘光君）   

 議案第１０５号、与名間海浜公園バンガローの設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例について、その提案理由のご説明を申し上げます。 

 内容につきましては、天城町ワーケーション推進事業においてバンガロー使用料

の設定に伴い、一部改正を行うものでございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（武田 正光議員）   

 これより質疑を行います。 

（「質疑なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから議案第１０５号、与名間海浜公園バンガローの設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例について採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

     △ 日程第１１ 議案第１０６号 鹿児島県市町村総合事務組合を組織する

地方公共団体の数の減少及び同組合規約

の変更について 
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○議長（武田 正光議員）   

 日程第１１、議案第１０６号、鹿児島県市町村総合事務組合を組織する地方公共

団体の数の減少及び同組合規約の変更についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（森田 弘光君）   

 議案第１０６号、鹿児島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減

少及び同組合規約の変更について、その提案理由のご説明を申し上げます。 

 大島農業共済組合の解散に伴い、鹿児島県市町村総合事務組合を組織する地方公

共団体の数の減少及び同組合規約の一部変更について協議をしたいので、地方自治

法第２８６条第１項及び第２９０条の規定により議会の議決を求めるものでござい

ます。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（武田 正光議員）   

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから議案第１０６号、鹿児島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体

の数の減少及び同組合規約の変更について採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

△ 日程第１２ 議案第１０７号 天城町小中学校情報機器売買契約について 

 

○議長（武田 正光議員）   

 日程第１２、議案第１０７号、天城町小中学校情報機器売買契約についてを議題

とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 
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○町長（森田 弘光君）   

 議案第１０７号、天城町小中学校情報機器売買契約について、その提案理由の説

明を申し上げます。 

 議会の議決に付すべき契約及び財産取得又は処分に関する条例第３条の規定に基

づき、議会の議決を求めるものでございます。 

 文部科学省のＧＩＧＡスクール構想に基づき、児童生徒１人１台の情報機器を整

備するものです。令和２年７月２１日に鹿児島県教育委員会にて、企画提案競技

３５団体参加しておりますが、企画提案競技を実施し、令和２年７月３１日に採択

業者決定の通知があったものでございます。 

 契約金額が３千２８８万５千４１円。契約の相手方鹿児島県奄美市名瀬長浜町

２８の２、リコージャパン株式会社、販売事業本部鹿児島支社、鹿児島第一営業部、

部長、上迫田仁であります。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（武田 正光議員）   

 これより質疑を行います。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 随契にした理由をまずお伺いします。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えします。 

 これはＧＩＧＡスクール構想に向けた整備について、県が市町村を支援するため

情報機器整備業務仕様書を定め、共同調達のように売買契約をすることとしました

ので、随意契約とさせていただいております。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 言っていることがよくわかりませんが、どういったことですか。県がこれを買い

なさい、県の教育委員会がこれを買いなさいと言ったということですか。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えします。 

 県のほうで仕様書等を定めて、その仕様書に従って入札等を進めています。それ

に伴って、市町村の方はこれを参考とし、契約をさせてもらっております。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 この、県がその次に、参考資料か何かわかりませんが、ついてますよね。 

 ＩＣＴ環境整備担当課長殿というので、鹿児島県教育委員会。 

 採用決定というのは、この３つを採用しましたよということだと思うのですが、

違いますかね。 



－206－   

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えします。 

 県のほうとしては、この３つのＯＳを採用ということでありました。 

 その中で町としては、精査しましてリコージャパンが提案した機器を導入という

ことで進めさせていただいております。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 そんなに言えば初めから分かりやすいわけよ。 

 県はこの３つを持ってきたけど、天城町ではいろいろ考えた結果、これを採用し

たと。だからそういった３千万のやつを、そう簡単にどこで決めたか、決めていい

もんですかね、見積もりも取らないで。もうちょっと安くなったか、まあ、後ろの

ほうを見ていけばウインドウズ、藤井電機というのが、県内学校への導入実績が豊

富であると。いろいろ県内の状況についても熟知されているからこうこうこうだと。

次は南国さんのほうはあまり実績は多いとは言えないがと。初めからあまり県内で

は売れてませんよと。次のやつも端末管理ツールが教育現場に適したとか、数多く

の文教分野での実績があると。全国であるということですね。藤井電機さんほうは、

県内学校への導入が豊富であると。県内で一番売れたのはこれでしょ。どういった

のを何を参考してこの３つを比べたの。どういった仕様書とか、よく分かりません

よ。分かりませんが、これに決めたその決め手は何ですかね、この会社に。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えいたします。 

 資料で別紙ＣｈｒｏｍｅそれからｉＯＳ等つけております。この中の基準等は、

最初にウインドウズですね、この３機種の利点、メリット等を検討し、各学校の先

生方の意見なども参考にしてｉＯＳの機種を導入したいと考えております。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 だから初めからね、こうして仕様書があったと、どこどこが優れていると、学校

の先生方何名から聞いたら、そのうちの何名が推薦したとかね。そういうなの初め

から言えるようにしないね。聞くたびに、小出しに何かとってつけたみたいに、ち

ょこっちょこっと言われたら余計どうして決めたのかなと思いますがね。３２０万

じゃなくて３千２００万ですからね。こういった、私はあんまりわかりませんよ、

こういった値段てのは、値段があってないようなもんじゃないですか。ひょっとし

たら２千万で入ったかもわからん、ちょっと落ちるけど。これよりもうちょっと

５千万にしたらものすごいグレードのやつが当たったぞというようになるのがあっ

たかもわからん。だからそういったところをこうこうして検討しましたと、その結

果こうなりましたと手を尽くしてやり、また説明しないと、県が言ったから、県は
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３つのうちから１つ選びなさいっていってるがね、県がこれにしたってことじゃな

いでしょ。最初の説明は県が言ったっていった。そうしたら次また変わった。次ま

た変わって、各学校の先生方の意見も聞いていると。聞いていないんでしょ、本当

は。今から聞く予定じゃないの、もう契約書ができてから。これからも物買うとき、

各課全部ですよ、今から設計書なんかも出る。路面佳状調査４千万とかぽんと出し

てくる。どこでどうして見積もり、最初の見積もり、どこでどうしてその根拠とな

る数字が出たのか全く分かりませんがね、慎重にやっているとは思いますよ、ぱっ

と説明できるように。やはりこれだけのお金をぱっぱっと使うわけですのでね。こ

れは後々お金がかかってきますか、子供が使い出したら、どういういったものです

か。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えします。 

 まず初めに、私の説明不足がありまして申し訳ございませんでした。 

 この分につきまして、今回機種選定、導入、今後子供たちが学習用に使うソフト

についての購入が発生することと思います。 

○１０番（松山 善太郎議員）   

 ついでです。その子供達が使う追加パッケージというのがありますね、これのこ

とですかね、追加パッケージというのが、３つともある。その追加パッケージとい

うのは高い安いがあるわけじゃないですか、そこも見ていますか。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えします。 

 これについては、十分協議しながら今後検討していきたいと考えております。こ

の分につきましては、また詳細を報告しながら進めさせていただきたいと思います。 

○議長（武田 正光議員）   

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから議案第１０７号、天城町小中学校情報機器売買契約について採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

     △ 日程第１３ 議案第１０８号 令和２年度天城町一般会計歳入歳出予算

補正（第８号）について 

     △ 日程第１４ 議案第１０９号 令和２年度天城町国民健康保険事業特別

会計歳入歳出予算補正（第３号）につい

て 

     △ 日程第１５ 議案第１１０号 令和２年度天城町介護保険事業特別会計

歳入歳出予算補正（第３号）について 

     △ 日程第１６ 議案第１１１号 令和２年度天城町後期高齢者医療事業特

別会計歳入歳出予算補正（第３号）につ

いて 

     △ 日程第１７ 議案第１１２号 令和２年度天城町水道事業会計補正予算

（第３号）について 

 

○議長（武田 正光議員）   

 日程第１３、議案第１０８号、令和２年度天城町一般会計歳入歳出予算補正（第

８号）について、日程第１４、議案第１０９号、令和２年度天城町国民健康保険事

業特別会計歳入歳出予算補正（第３号）について、日程第１５、議案第１１０号、

令和２年度天城町介護保険事業特別会計歳入歳出予算補正（第３号）について、日

程第１６、議案第１１１号、令和２年度天城町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳

出予算補正（第３号）について、日程第１７、議案第１１２号、令和２年度天城町

水道事業会計補正予算（第３号）について、以上５件を一括議題とします。 

 この５件の議案について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（森田 弘光君）   

 議案第１０８号、令和２年度天城町一般会計歳入歳出予算補正（第８号）につい

て、その提案理由の説明を申し上げます。 

 歳入歳出予算に８千９９５万８千円を追加し、予算総額を７４億６千２４２万

６千円に定めようとするものでございます。 

 その主な項目について説明いたします。  

 歳入につきましては、地方譲与税３１３万７千円の減額、法人事業税交付金

５６万９千円の増額、分担金及び負担金１２６万８千円の減額、使用料及び手数料
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１３１万９千円の減額、国庫支出金２千３９６万２千円の増額、県支出金１千

１４９万８千円の増額、財産収入１９万９千円の増額、寄附金４万９千円の増額、

繰入金５千３４５万５千円の増額、諸収入５９５万円の増額でございます。 

 歳出につきましては、議会費７万５千円の増額、総務費１千６７万８千円の増額、

民生費３千３９７万２千円の増額、衛生費２４２万円の減額、農林水産業費１千

６１３万３千円の増額、商工費３千６０２万９千円の増額、土木費１千４３万円の

増額、消防費１３８万６千円の減額、教育費８７７万６千円の減額、災害復旧費

４７７万７千円の減額でございます。 

 また、奄美群島成長戦略推進交付金を活用した事業といたしまして、商工費であ

まぎ自然と伝統文化体験館整備事業費４千万円を計上しております。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 議案第１０９号、令和２年度天城町国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算補正

（第３号）について説明申し上げます。 

 歳入歳出予算に１千５６５万５千円を追加し、予算総額を１０億５千５６３万

１千円に定めようとするものでございます。 

 歳入につきましては、分担金及び負担金７万３千円の減額、県支出金４９８万

１千円の減額、繰入金２千７０万９千円の増額でございます。 

 歳出につきましては、総務費２３万円の減額、保険給付費５４０万５千円の増額、

国民健康保険事業納付金１千５３０万４千円の増額、保健事業費４８２万４千円の

減額でございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 議案第１１０号、令和２年度天城町介護保険事業特別会計歳入歳出予算補正（第

３号）について、ご説明申し上げます。 

 歳入歳出予算に１００万５千円を追加し、予算総額を９億６千６８２万円に定め

ようとするものであります。 

 歳入につきましては、国庫支出金３万７千円の増額、繰入金５０万円の増額、諸

収入４６万８千円の増額でございます。 

 歳出につきましては、総務費９６万８千円の増額、保険給付費３万７千円の増額

でございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 議案第１１１号、令和２年度天城町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出予算補

正（第３号）について、ご説明申し上げます。 

 歳入歳出予算に７１９万６千円を追加し、予算総額を７千８０８万７千円に定め

ようとするものでございます。 
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 歳入の主なものにつきましては、後期高齢者医療保険料４１０万５千円の増額、

繰入金３０８万９千円の増額でございます。 

 歳出の主なものにつきましては、後期高齢者医療広域連合納付金７０６万１千円

の増額でございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 議案第１１２号、令和２年度天城町水道事業会計補正予算（第３号）について、

ご説明申し上げます。 

 内容につきましては、特別利益６３万円を増額し、水道事業収益を総額２億５千

４３９万７千円に定めようとするものであります。 

 水道事業費用につきましては、営業費用７３万円、営業外費用３７万円とそれぞ

れ増額し、総額２億３千９１０万３千円に定めようとするものであります。 

 また、資本的支出につきましては、建設改良費６０万円を増額し、総額５千

６６０万円に定めようとするものでございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（武田 正光議員）   

 ただいま、５件の議案について提案理由を受けましたけれども、質疑については

休憩後といたします。 

 しばらく休憩します。２時４０分に再開することにいたします。 

休憩 午後 ２時２６分 

──────────── 

再開 午後 ２時４０分 

○議長（武田 正光議員）   

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 これから質疑を行いますが、質疑される方は、各会計名とページを述べてから質

疑をしていただきますようにお願いを申し上げます。 

 これより質疑を行います。大澤議員。 

○６番（大澹 皓一郎議員）   

 ページの１９ページ、目の３１、総務費、アマパゴスのこの落としたりつけたり

していますがこの内容、共通クーポン券、特にどういうことか…… 

○議長（武田 正光議員）   

 大澤議員、マイクを。 

○６番（大澹 皓一郎議員）   

 １９ページ、目の３１、共通クーポン券、その前落としたり増やしたりこれして

いますが、この使い方お願いします、増やした理由。 
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 それともう１件、２１ページ、民生費の児童福祉の１９扶助費のところの説明。 

 あと１件、その前に２１ページの老人福祉費繰出金の３００万円余り、これどう

いったことでこういうふうになってきているか説明お願いします。 

○企画財政課長（福 健吉郎君）   

 お答えいたします。 

 おいでよ！魅惑のアマパゴス事業です。奄振事業を使いまして展開しているとこ

ろです。 

 当初、宿泊費、クーポン助成ということでクーポン券を発行しようということで

予定しておりましたが、このコロナ禍において宿泊とか人の移動が少なくなるかも

しれないという思いがありまして、それを組み替える形で共通のクーポン券、宿泊

とか一般の商店でも使えるようなクーポン券に変更したところでございます。 

 旅んちゅチケットについては１２月から対象者に配布していくということにして

おりますが、その使用時期につきましては補助事業の関係上２月末、３月の上旬ぐ

らいまでを予定しているところであります。 

○長寿子育て課長（森田 博二君）   

 お答えいたします。 

 児童福祉費の扶助費についてであります。 

 増額の６００万円の内容になりますが、乳幼児医療費助成金として３０万円、こ

れにつきましては現在の乳幼児医療費の執行状況等を確認した場合に、３月までに

は３０万円程度足りなくなるんじゃないかなという予想になっております。支出が

できないという状況を避けたいということで３０万円の増額ということにしており

ます。 

 あと、その下の保育所等施設型給付金になりますが、これにつきましてはあまぎ

こども園ですね、天城のほうにあります、そちらのほうの施設に関する負担金にな

りますが、当初は５名で、０歳児５名ということでスタートしておりますが、途中

入所等もありまして今現在町内の方で９名、広域保育で１名、合計１０名の方が利

用しております。その関連で増額ということになっております。 

 付け加えさせていただきます。乳幼児医療費助成金また保育所等施設型給付金に

ついては、この乳幼児については県の補助が２分の１になります。施設型給付金に

つきましては０歳児ですので細かい、国が５６％とか微妙な数字、県町が２２％程

度という感じでそういった国と県からの補助もあります。 

○けんこう増進課長（碇本 順一君）   

 お答えいたします。 

 一般会計の２１ページ、老人福祉費、２７の繰出金です。 
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 内容といたしましては記載のとおり、後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出

金ということで後期高齢の特別会計のほうに３０８万９千円繰り出しますけれども、

歳入のほうで１３ページ県支出金のほうに、後期高齢者医療保険基盤安定拠出金と

いうことで、県の持分で２３１万７千円、これに町の持分をプラスして後期高齢者

特別会計のほうに繰り出すということになります。 

○６番（大澹 皓一郎議員）   

 森田課長にお尋ねしますが、この施設をつくっとるところは、現在この人は天城

町民なんですか、そしてそれとだんだん増えてきたというんですけど、ここあたり

この人がこの施設をつくるときに説明に来なかったんですよね、この会議に。皆さ

ん会っていますかね誰か、この施設をつくった人と直接会っていろいろお話をして

この施設のことを理解しているんですかね。 

○長寿子育て課長（森田 博二君）   

 お答えいたします。 

 まず、天城町に住んでいるかということでありますが、その件については住所を

変えているかどうかは分かりませんが、天城のほうのそのこども園のほうで住んで

いるということは聞いております。住所等の確認まではまだ私のほうでは行ってお

りません。 

 あと、この方と何回会っているかということでありますが、私は３回、２回はそ

ちらのほうにも訪問もしております、実際話をしたのはもう３回ぐらいはしており

ますし、担当のほうはまたそれ以上会って話してもおります。 

○６番（大澹 皓一郎議員）   

 これつくるときに、審査するときにある会合に説明に来ると言って来なかったん

ですよね、それで非常に私は不信感を持っておりまして、果たして子供たちは大丈

夫だろうかということを思っておるところでございますが、たまにそこに寄るので

すけど戸が閉まっておるのでそこに立ち入ることはできないと思ってちょっと今遠

慮しとるんですが、そこあたりやっぱり何度か訪問しているそういう補助を出して

いる、国も出しとるし、やっぱり子供の園の運営の仕方なども聞いてもらいたいと

思います。次あたりまたこういうところがある場合には説明をしてもらいたいと思

います。 

 それと、碇本課長のところでは、やっぱり後期高齢者医療費いろいろ高くなって

きとると思うんですけど、そこ、何か国からも出るけど町も出さなきゃならない、

そこあたり一生懸命保健福祉課もやっておるんですけど、もう少し高齢者のところ

をできるようなケアというんですかね、今集落でいろいろやっておりますけど、も

う少し出すような方法も考えたりしてもらえればありがたいと思います。あと
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は……これでいいです。 

○けんこう増進課長（碇本 順一君）   

 お答えいたします。 

 ただいまの大澤議員おっしゃったとおり、人口減の中で当然高齢者が飛躍的に伸

びているというわけではございません。ここにおいてもやはり被保険者の方は減少

傾向にあります。ところが１人当たりの医療費、これが伸びている状況がありまし

て、町全体の医療費が微増というのが今の天城町の現況です。 

 今言っていただいたとおり、介護のところで介護予防とかいう中で運動とかあと

保健センターのほうではウォーキング教室とかいろんなことを展開しておりますが、

ちょっと今反省としてはばらばら、後期高齢の事業、介護保険の事業、国保の事業

というばらばら感がございまして、国のほうは今三位一体、そこをしっかりデータ

を１か所に集めて必要な事業を進めなさいという方向性を打ち出しております。 

 天城町におきましても何とか早めに１か所で町民の皆さんの健康状態を分析して、

より幅広い中で効果的な保健事業を実施したいということで今いろんな協議を行っ

ているところです。 

○１１番（前田 芳作議員）   

 ２９ページ、天城自然と伝統文化体験館整備事業４千万円、この規模をどれぐら

い考えているのか、今後学校の給食センターの施設、それから学校建設、いろいろ

質問の中で１０年ぐらいではという話がありましたから、教育行政、教育委員会の

ほうで計画があると思います。そういった後々の学校施設整備にこういったやっぱ

り多額の建設費がいくと支障がないのか、そしてこの規模ですね、大体どれぐらい

考えているのか。 

 あと、その下、土木費も、用地購入費ありますね、土木総務費の１６の公有財産

購入費でこの５千円という意味がちょっと分かんないのですが説明をお願いします。 

 その下、３０ページ、公営住宅建設費の１千万円追加の理由をお願いします。 

○商工水産観光課長（中 秀樹君）   

 お答えいたします。 

 天城自然と伝統文化体験館ということでですね、令和２年度奄美群島成長戦略推

進交付金事業を活用し、全体の事業計画の中に盛り込まれております。 

 今後はまた交付金申請等の手続を企画財政課と連携をして行いたいと思っており

ます。 

 また、この事業を展開するに当たって令和元年度４回の検討会を開催をいたしま

したが、その中の事業を若干変更させていただいて今度４千万円の実施設計業務委

託を計上させていただきました。また、これについても歳入等も国庫補助金、県補
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助金を活用して行っていきたいと思っておりますが、この実施設計の中でもう一回

再度変更になったところを見つめて、こちらのほうとしても令和２年度であります

が繰越しをさせていただいて、やはり規模が大きい事業展開になりますので、でき

ましたら履行期間を来年の１１月か１２月ぐらいまで設計業務をして、そこでまた

検討委員会の皆さんを招集してその中でいろいろ盛り込んでいけたらなというふう

には思っております。 

 令和元年度より検討委員会を開かせていただいた、規模的には変更はございませ

ん。やはり３千人から４千人の観戦者の方が入るような規模、また、ドーム闘牛場

ということではなくていろんな体験館のエリアとかをも今後はその設計の中に盛り

込んでいきたいと思っております。 

 ホールの面積につきましては６００ｍ２を今のところ考えております。全体事業

費についても一応概算で６億５千万円程度を予定しておりますが、また実施設計の

中でできるだけ事業を縮小しながら今後も事業展開をしていけたらというふうに考

えております。 

○企画財政課長（福 健吉郎君）   

 お答えいたします。 

 今回は天城自然と伝統文化体験館の整備を予算計上させていただきました。議員

がおっしゃるようにこれから先給食センターとか学校施設また保育所とかごみ処理

施設、こういった大型事業が予想されております。その中で財政側としては、有利

な起債とか主管課においては限りなく補助金のほうを活用できるように補助率の高

い補助事業を探してきていだきたいと思っております。 

 また、あわせて天城町公共施設整備基金が今約４億弱ございます。こういったも

のも活用しながらそれと併せて今総合振興計画つくっておりますが、それとも整合

性を取りながら、うまい具合に財源が回るように財政運営をしていきたいと考えて

おります。 

○建設課長（昇 浩二君）   

 お答えします。 

 用地購入費につきましては質問等もありました兼久・当部線の件であります。 

 不在者管理人を立てて土地を購入すると、その金額が５千円でありますが、その

５千円の基準としては税務課の評価額、この方の面積が１千ｍ２ぐらいございます、

その評価額が３万８千円と、町側として用地購入に必要な面積が１３０ｍ２程度と

いうことで３万８千円に千ｍ２の１３０ぐらいを掛けて４千５００円ぐらいになり

ますが、５千円ぐらいということで購入したいと考えております。 

 この購入をした場合に、不在者管理人のほうの通帳を新たに作ってそこに振り込
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んでその写しを裁判所のほうに提出ということで売買完了ということになります。 

 続きまして、公営住宅建設事業費ですが、我々も前年度の実績等を勘案しながら

予算を計上しているわけでございますが、どうしてもずれが出てきてしまったとい

うことであります。当初で１億８００万円ぐらい見込んでおりました。設計額含め

て１億１千７００万円ということで上がってきたと、我々のほうでは一生懸命検証

している状況ではありますけども、発注できるような状態にしておきたいというこ

とと、現場が建設経済委員の皆様には見ていただきましたが、巨木が周りに生えて、

そこら辺の処理も必要と、で、土地がＬ型で大分奥まで入っているんですが、土地

の有効利用を考えて奥のほうから建てようということで、手前からの舗装であった

り木の伐採であったり、ブロック塀を立てるとか外構のほうにも結構予算がかかる

ようでありまして、１千万円という要求をお願いしてございます。 

○１１番（前田 芳作議員）   

 今公営住宅の件は前も事業費を組んでから今度は基礎がちょっと構造的にだめだ

ということで６００万円か１千万円ぐらい組みましたね。そういったのを想定して

ある程度金額を上げてそれから減になるのは構いませんけれども、やっぱり追加追

加で来ると何に使うのかな、資材が上がったのかなというような疑心暗鬼になりま

すので、当初からそういったのを想定してある程度予算づけをしていただきたい。

次に引継ぎのときに次の課長さんにそういうことでちゃんと申合せしとってくださ

い。 

 先ほどの自然と伝統文化のこれなんですが、松山議員からも質問があったらいろ

いろ確認しました、私は教育委員会の今話している学校の建て替えの問題、あと与

名間分校、それから西阿木名、三京あります、そういった三京もいろいろ子供がい

なくなっているとかいろいろ問題がありますけども、そういったのをしっかり把握

されてこういう大きい事業が次々入ってくると学校の施設はできませんということ

は言えないんですよ、それが優先ですからね。そういったのをしっかり教育委員会

もこの１０年間を見据えて体育館、屋内競技場ですよ、そういったのを見据えてち

ゃんと年次的に計画されて企画財政のほうにちゃんと予定をさせていただきたいと

思います。そうしないとここに目玉の大きいのをぱんと出ますと後の財政がどうな

るか大分議会としては心配になりますので、そこ辺の不備のないように今後来年の

予算に当たりしっかりとそういう次の長期振興計画にしっかり乗せるようにお願い

したいと思います。 

 あと、今検討委員会があるみたいですから、もう少し今の状況下の中で施設は立

派なもの造るでしょうけれども、今の人数、闘牛のファン、それから利用価値をこ

れからどうするかということも考えて、そこにどういう施設が附属でつくのか分か
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りませんが、そこら辺までの将来的な構想を持って、そういう委員会でもまたもん

でちゃんとした施設ができたらいいと私は考えていますので、ぜひまずはこれをお

願いしたいと思います。 

○町長（森田 弘光君）   

 今、議員から大変貴重なご提言を頂いたように思っております。 

 今、国が国土強靭化計画を５年間延長するということをおっしゃっています。そ

の中で総合計画いわゆる天城ビジョンが今度できるわけですけど、その中でしっか

りと位置づけていきたい。 

 また、給食センターのお話が出まして議論したわけですけども、地産地消という

話も出ましたけど、私はあそこで今度の新しい給食センターはやはりいつ南海トラ

フの地震とか津波、大きな災害が来るかも分かりません。そうすると町全体がスト

ップするという中で、私は町全体の炊き出しセンター的な役割も給食センターには

そういう役割もできたらというように思っております。そうすることで先ほどの国

土強靭化のそういった予算も文科省の予算のみならず国土強靭のそういった予算も

そこの中に取り込めるというような今企画財政課長がお話ししましたけど、いろん

なアンテナを高くして国の活用できる補助事業、そういったものは取り入れていき

たい、そしていみじくも松山議員があと２年ですねというお話ありましたので、や

はり来年と再来年の中できちんとした町の施設計画、そういったものを議会に提案

しながら、そしてまちづくりに進めていくようなそういった方向が取れればという

ふうに思っております。 

 ありがとうございました。 

○議長（武田 正光議員）   

 ほかに質疑ありませんか。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 ３４ページの中の目の１０感染症対策の中で空気清浄機購入８１万円、これの説

明と、その下の目の６修繕料が需用費で２４９万６千円組まれておりますが、これ

の説明と、あと２６ページ目の２８ですか営農支援センター管理費、純粋製造装置

購入って５６万円組まれておりますが、これの説明ちょっとお願いします。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えします。 

 感染症対策備品購入ですけども、当初、洋式の便器、この事業で購入できないか

ということで上げさせていただきましたけども、補助事業の関係上これをしっかり

精査したところ便器は該当しないということで改めて学校等と協議した結果、空気

清浄機購入という形を取らせていただきました。各学校全部ではなく要望のあった
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ところで、これ３台になると思います。 

 あと修繕ですけども、組替え等によって修繕費を当てさせてもらっております、

これは天城中学校道路側のフェンス部分です、これにつきましては私及び担当が確

認をしてやはり子供たちの安全確保のためということで今回上げさせていただきま

した。よろしくお願いいたします。 

○農政課長（山田 悦和君）   

 お答えいたします。 

 ページ２６の営農支援センター管理費の中の純水製造装置購入でございます。 

 土壌分析の試薬の希釈に使う蒸留水を製造する装置でございます、平成１７年に

購入しボイラーのところの亀裂が出て今現在使えなくなってしまいました。で、修

繕のほうのメーカーのほうに問合せをしましたら、どうしてもそのメーカーの方が

出張で来なければ修繕ができないということで修繕料に係る費用がその旅費等込み

で約４０万円近くかかります。１７年購入ということでかなり年数がたっておりま

すので新規に装置購入のほうの見積りを再度取りましたところ５６万円ということ

で定価がございますので、年数もかなり経過しているところから装置の購入のほう

の予算を計上させていただいております。 

 現在、この蒸留水につきましては同じ敷地内にございますメリクロン施設の中に

も同様の機器がございまして、今そこのほうから蒸留水のほうは分けていただいて

使っている状況でございます。 

○町長（森田 弘光君）   

 今土壌分析室のお話がありました。そしてまた平岡議員からも質問がありました

けども、今土壌分析室の役割というのが非常に大きくなっておりまして、奄美群島

全体で今土地改良していますけど奄美大島からも我が農業センターにその土壌分析

依頼が来ているんですね、当然これは有料でしますけれども、それをこなすことに

よって我々は一般財源を使っている、いろんな試薬を使うわけですけどそれはまた

県からの依頼の大島本島からのいろんな土壌分析の経費を使って試薬を全部使い切

るわけじゃないですから、そういった試薬をいろんなジャガイモ農家の皆さんとか

いろんな方々の分析にも使われるということで、本町の土壌分析室が大島郡全体か

ら認められたかなという思いで少し今うれしく思っているところです。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 この空気清浄機ですね、やっぱり各学校に保健室に置くわけですかね、やっぱり

各学校に全部入れるんだったら入れたほうがいいと思いますよ、一つの学校はあっ

て一つの学校はないというのはどんなもんかなと思いますけどね。感染症対策です

のでやっぱりそこら辺も考慮して何とか各学校に配置したほうがいいと思いますよ、
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どうですか。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えします。 

 今回この事業は各学校に１００万円ということで各学校長の下で進めるという国

の方針等ありました。各学校からの要望を受けて購入という形を取らせていただい

ております。こういうこともあり、今後そのご意見を参考にしながら進めさせてい

ただきたいと思います。 

○議長（武田 正光議員）   

 ほかに質疑ございませんか。 

○７番（久田 高志議員）   

 先ほどもありました歳出２１ページ款の３民生費児童福祉費の節の１９番扶助費、

先ほどの説明の中で町内９名、広域１名という説明がございました。この広域はど

こなのか、この広域となると多分他町だと思うんですけれどもその分の歳入がどう

なっているかということと、あと、これ認可保育所だと思いますけれども当初５名

から未満児が増員されるに当たりその辺のチェック機能ですね、有資格者の確保が

ちゃんとできているのか、そういったところのチェック、あとはその雇用はどの辺

の方が雇用されているのかちょっとその辺が気になりました。 

○長寿子育て課長（森田 博二君）   

 お答えいたします。 

 まず、広域保育のほうですが、１名は徳之島町からの利用者であります。その分

に関してはまた徳之島町のほうから毎月ですかね、歳入があります。 

 歳入のほうは当初で入っています。当初じゃない、途中入所です。 

○７番（久田 高志議員）   

 途中入所だとどこかで補正してあるということ。 

○長寿子育て課長（森田 博二君）   

 今現在は広域入所については伊仙町の保育を利用……。 

○７番（久田 高志議員）   

 している分には天城町出しますがね。 

○長寿子育て課長（森田 博二君）   

 ほかの方が……ちょっと歳入のほうは確認させてください、すみません。 

○７番（久田 高志議員）   

 町外の子供まで天城町で負担することないと思いますよ。 

○長寿子育て課長（森田 博二君）   

 はい。それでそちらのほうの雇用体制でありますが……。 
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○７番（久田 高志議員）   

 未満児だと定数とか共有面積とかがあるんですよ、それがちゃんと確保されてい

ますかということ。 

○長寿子育て課長（森田 博二君）   

 この件につきましては定数は面積とかそういう保育士の数とかですけども、定数

につきましては１０名となっておりまして、保育士が今現在４名、あと子育て支援

員が２名ということで。 

○７番（久田 高志議員）   

 それはペーパーじゃなくて直接確認されているわけですね、できていますか。 

○長寿子育て課長（森田 博二君）   

 はい。 

○７番（久田 高志議員）   

 それが、雇用は町内、町外。 

○長寿子育て課長（森田 博二君）   

 申し訳ございません、その雇用されている方々についての個々の町まではまだ私

のほうは今確認できておりません。 

○７番（久田 高志議員）   

 ぜひその辺は助成金を出す以上はやはり町のほかのその辺の要望はしていただき

たいと思っております。天城町から金を出して町外にそうそう垂れ流すこと、雇用

できる人がいなければですけれども、とりあえずそういうところは要請をしていた

だきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（武田 正光議員）   

 ほかに。 

（「質疑なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 質疑なしと認めます。 

 これから議案第１０８号、令和２年度天城町一般会計歳入歳出予算補正（第

８号）について討論を行います。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから議案第１０８号、令和２年度天城町一般会計歳入歳出予算補正（第

８号）について採決します。 
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 お諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これから議案第１０９号、令和２年度天城町国民健康保険事業特別会計歳入歳出

予算補正（第３号）について討論を行います。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから議案第１０９号、令和２年度天城町国民健康保険事業特別会計歳入歳出

予算補正（第３号）について採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これから議案第１１０号、令和２年度天城町介護保険事業特別会計歳入歳出予算

補正（第３号）について討論を行います。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから議案第１１０号、令和２年度天城町介護保険事業特別会計歳入歳出予算

補正（第３号）について採決します。 

 お諮りします。原案のとおり本案は可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これから議案第１１１号、令和２年度天城町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳

出予算補正（第３号）について討論を行います。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから議案第１１１号、令和２年度天城町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳

出予算補正（第３号）について採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これから議案第１１２号、令和２年度天城町水道事業会計補正予算（第３号）に

ついて討論を行います。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから議案第１１２号、令和２年度天城町水道事業会計補正予算（第３号）に

ついて採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

     △ 日程第１８ 陳情第７号 徳之島地区の県港湾工事発注における特定Ｊ

Ｖの結成について   

 

○議長（武田 正光議員）   

 日程第１８、陳情第７号、徳之島地区の県港湾工事発注における特定ＪＶの結成

についてを議題とします。 

 これより委員長報告に入ります。建設経済産業常任委員長の報告を求めます。昇

健児君。 

○建設経済産業常任委員長（昇 健児議員）   

 陳情第７号、建設経済産業常任委員長報告。 

 ただいま議題となりました陳情第７号、徳之島地区の県港湾工事発注における特

定ＪＶの結成についての要望書の採択の陳情について、建設経済産業常任委員会に

おける審査の結果について報告いたします。 

 当委員会は１２月９日、全委員出席の下、委員会を開催し、付託を受けました陳

情第７号の審査を行いました。 

 当委員会としては、徳之島における港湾工事に対して徳之島のＡないしＢの土木

業者が参入しＪＶを組めるようにすることで、地元への経済効果は大きいという意

見が多数を占めました。 

 採決の結果、全会一致で採択すべきものと決定しました。 
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 以上で、報告を終わります。 

○議長（武田 正光議員）   

 これから委員長報告に対する質疑を行います。 

（「質疑なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから陳情第７号、徳之島地区の県港湾工事発注における特定ＪＶの結成につ

いて採決します。 

 この陳情に対する委員長報告は採択です。 

 この陳情は委員長報告のとおり採択することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 異議なしと認めます。よって、陳情第７号は採択することに決定いたしました。 

 

△ 日程第１９ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務の継続調査について 

 

○議長（武田 正光議員）   

 日程第１９、議会運営委員会の閉会中の所掌事務の継続調査についてを議題とし

ます。 

 議会運営委員長から会議規則第７５条の規定により、お手元に配付してあります

本会議の会期日程と議会の運営に関する事項について、閉会中の継続調査の申出が

あります。 

 お諮りします。委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 異議なしと認めます。よって、委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査と

することを決定いたしました。 

 

△ 日程第２０ 常任委員会の閉会中の所掌事務の継続調査について 
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○議長（武田 正光議員）   

 日程第２０、常任委員会の閉会中の所掌事務の継続調査についてを議題とします。 

 各常任委員長から会議規則第７５条の規定により、お手元に配付してあります所

管事務の調査事項について、閉会中の継続調査の申出があります。 

 お諮りします。各常任委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすること

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 異議なしと認めます。よって、各常任委員長からの申出のとおり、閉会中の継続

調査とすることに決定いたしました。 

 追加日程を配付いたしますので、しばらく休憩いたします。 

休憩 午後 ３時２４分 

──────────── 

再開 午後 ３時２６分 

○議長（武田 正光議員）   

 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 追加日程についてお諮りします。 

 お手元に配付いたしましたとおり、追加日程第１を追加したいと思います。ご異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 異議なしと認めます。よって、お手元の日程表のとおり、日程を追加することに

決定いたしました。 

 

     △ 追加日程第１ 議案第１１３号 天城町立学校校内ＬＡＮ環境整備業務

委託契約について   

 

○議長（武田 正光議員）   

 追加日程第１、議案第１１３号、天城町立学校校内ＬＡＮ環境整備業務委託契約

についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（森田 弘光君）   

 それでは、追加議案の提案理由を説明させていただきます。 
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 議案第１１３号、天城町立学校校内ＬＡＮ環境整備業務委託契約についてでござ

います。 

 議会の議決に付すべき契約及び財産取得又は処分に関する条例第２条の規定に基

づき、議会の議決を求めるものでございます。 

 文部科学省のＧＩＧＡスクール構想に基づき、各学校内の通信環境を高速大容量

通信が可能なものにし、別途調達いたしますタブレット端末を保管するために必要

な電源キャビネットを一体となって整備するものでございます。 

 令和２年１２月７日に指名競争入札により決定したものでございます。契約金額

が５千８３０万円。契約の相手方、鹿児島県鹿児島市東開町４癩１０４、株式会社

南日本情報処理センター代表取締役中村洋でございます。ご審議のほどよろしくお

願い申し上げます。 

○議長（武田 正光議員）   

 これから、質疑を行います。 

○１１番（前田 芳作議員）   

 指名業者は何社でしたかね。それと、このいろいろ、私はちょっとアナログ系で

すからこういう最近のちょっと内容分かりませんけども、これからいろいろ学校の

インターネットやらいろんなオンライン授業できるような、という形で出てくると

思いますが、次々出てくるとどういう業者が我々いいのか全く知り得る余地がない

んですよね。それとね、やっぱり全国規模、いろいろ調べて指名出たと思いますが、

まずは何業者指名でした。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えします。 

 今回、４業者を指名させていただいております。 

○１１番（前田 芳作議員）   

 ぜひ、こういう、いろんな形で委託の業務があったり、からいろんな形で分かん

ないというか、通信網の、レベルがアップしていろんなとこに委託を投げたりして

いますけども、よくよく全体か、庁舎内の全ての課ですけども、そういったのは慎

重を期して、そして将来的には間違えのないようなことをしないと、入ってすぐは

よかったけどすぐ翌年度から壊れてアフターも来ないというような状況になります

から。久田議員なんか特に詳しいんですがね、そういったとこをよくいろいろ、議

員さんの中にも詳しい方いますんで、いろんな情報も入れたりね、いろんなアドバ

イスを受けながら、こういうのを決定していただきたいと。 

 今後、これは指名４業者いて１業者が落札ですけども、今後の課題として、そう

いうお金も膨れ上がっていきますので、各課とも慎重にこういうのは一応、入札や
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ら隋契する、そういうとこも慎重にやっていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（武田 正光議員）   

 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 いいですかじゃ、質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 討論もなしと認めます。 

 これから議案第１１３号、天城町立学校校内ＬＡＮ環境整備委託契約について採

決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（武田 正光議員）   

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本定例会に付された事件は全て終了しました。 

 これで本日の会議を閉じます。 

 令和２年第４回天城町議会定例会を閉会します。 

閉会 午後 ３時３０分 
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